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英文要旨

A copy of translation with notes of Chun-qiu Fan-lu ren-yi-fa,ji-yi.

※１

Tomotsugu SAKAMOTO
※２

Miki ZAIKI

(春秋繁露) (董It is said that Chun-qiu Fan-lu was written by Don Chong-shu

in Han period.This Paper is a translation,annotation and consideration仲舒) (漢)

of Chun-qiu Fan-lu ren-yi-fa ,ji-yi .(仁義法) (祭義)
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※１ 高松工業高等専門学校一般教育科

※２ 比治山大学非常勤講師
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『
春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

仁
義
法
・
祭
義
篇坂

本

具
償

財
木

美
樹

凡

例

一
、
本
訳
注
は
『
春
秋
繁
露
』
の
「

「

」
に
対
し
て
訳

仁
義
法
第
二
十
九

祭
義
第
七
十
六

」

注
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
本
訳
注
は
蘇
輿
の
『
春
秋
繁
露
義
證

（
宣
統
二
年
長
沙
刊
本
）
を
底
本
と
し
、
原
文

』

と

か
ら
成
り
、
内
容
に
よ
っ
て
適
当

【
校
記

【
書
き
下
し
文

【
注

【
現
代
語
訳
】

】

】

】

な
段
落
に
区
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
各
篇
の
冒
頭
に
は
簡
単
な
要
旨
を
述
べ
て
読
解
の
便
に
供
し
た
。

四
、
原
文
は
極
力
底
本
の
文
字
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
が
、
写
植
文
字
の
制
約
に
よ
り
、

原
文
と
は
異
な
る
字
体
と
な
っ
た
文
字
も
あ
る
。

五
、
原
文
を
改
め
た
場
合
は
、
原
本
の
文
字
は
（

）
で
示
し
、
校
訂
及
び
増
補
し
た
文

字
は
〔

〕
で
示
す
。
そ
の
詳
細
は

で
述
べ
る
。

【
校
記
】

六

は
校
訂
・
増
補
し
た
原
文
に
基
づ
い
て
書
き
下
し
た
。

、【
書
き
下
し
文
】

七

で
は
、
脱
文
の
字
数
が
不
明
の
場
合
は
、
…
…
で
示
し
、
特
定
で
き

、【
書
き
下
し
文
】

る
場
合
は
□
を
一
字
と
し
て
示
す
。

八

【
現
代
語
訳
】
で
は
、
補
訳
は
（

）
で
示
し
、
補
注
は
〔

〕
で
示
す
。

、
九
、
校
記
及
び
注
で
言
及
す
る
書
名
・
人
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①

宋
本

宋
嘉
定
四
年
江
右
計
臺
刻
本
（

北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
』
２
所

『

収
）

②

盧
文
弨

『
春
秋
繁
露
』
十
七
巻
（

抱
経
堂
叢
書
』
所
収
）

『

③

凌
曙

『
春
秋
繁
露
注
』
十
七
巻

嘉
慶
二
十
年
蜚
雲
閣
凌
氏
叢
書
本

④

兪
樾

『
諸
子
平
議

（

春
在
堂
全
書
』
所
収
）

』
『

⑤

劉
師
培

『
春
秋
繁
露
斠
補

（

劉
申
叔
先
生
遺
書
』
所
収
）

』
『

『

』

『

』（

）

⑥

今
註
今
譯

頼
炎
元
註
譯

春
秋
繁
露
今
註
今
譯

台
湾
商
務
印
書
館

『

』

『

』（

）

⑦

校
釋

鍾
肇
鵬
主
編

春
秋
繁
露
校
釋(

校
補
本)

河
北
人
民
出
版
社

仁
義
法
第
二
十
九

前
半
は
、
仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
、
義
は
我
を
正
す
こ
と
と
い
う
定
義
を
、
例
を
引
き

な
が
ら
く
り
返
し
論
証
す
る
。
後
半
は
義
と
仁
を
比
較
し
、
自
治
と
治
他
の
順
序
が
異
な

る
こ
と
を
『
論
語
』
を
引
い
て
論
証
し
、
仁
と
義
の
相
違
を
よ
く
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
。

、

。

、

。

、

。

春
秋
之
所
治

人
與
我
也

所
以
治
人
與
我
者

仁
與
義
也

以
仁
安
人

以
義
正
我

故
仁
之
爲
言
人
也
。
義
之
爲
言
我
也
。
言
名
以
別
矣
。
仁
之
於
人
、
義
之
（
與

〔
於
〕
①

）

、

。

、

、

、

。

我
者

不
可
不
察
也

衆
人
不
察

乃
反
以
仁
自
裕

而
以
義
設
人

詭
其
處
而
逆
其
理

鮮
不
亂
矣
。
是
故
人
莫
欲
亂
、
而
大
抵
常
亂
。
凡
以
闇
於
人
我
之
分
、
而
不
省
仁
義
之
所

在
也
。
是
故
春
秋
爲
仁
義
法
。
仁
之
法
在
愛
人
、
不
在
愛
我
。
義
之
法
在
正
我
、
不
在
正

人
。
我
不
自
正
、
雖
能
正
人
、
弗
予
爲
義
。
人
不
被
其
愛
、
雖
厚
自
愛
、
不
予
爲
仁
。
昔

者
晉
靈
公
殺
膳
宰
以
淑
飲
食
、
彈
大
夫
以
娯
其
意
。
非
不
厚
自
愛
也
。
然
而
不
得
爲
淑
人

、

。

、

。

、

。

、

者

不
愛
人
也

質
於
愛
民

以
下
至
於
鳥
獸
昆
蟲
莫
不
愛

不
愛

奚
足
謂
仁

仁
者

愛
人
之
名
也
。


、
傳
無
大
之
之
辭
、
自
爲
追

〔
公
追
戎
於
濟
西
〕
②
、
則
善
其
所
恤
遠
也
。
兵
已
加

。

、

、

。

、

。

。

（

）〔

〕

焉

乃
往
救
之

則
弗
美

未
至

豫
備
之
則
美
之

善
其
救
害
之
先
也

夫
救

蚤

害

〔

〕

、

、

。

、

、

③
而
先

知

④
之

則
害
無
由
起

而
天
下
無
害
矣

然
則
觀
物
之
動

而
先
覺
其
萌

、

。

。

、

、

絶
亂
塞
害
於
將
然
而
未
形
之
時

春
秋
之
志
也

其
明
至
矣

非
尭
舜
之
智

知
禮
之
本

孰
能
當
此
。
故
救
害
而
先
知
之
、
明
也
。
公
之
所
恤
遠
、
而
春
秋
美
之
。
詳
其
美
恤
遠
之

意
、
則
天
地
之
間
、
然
後
快
其
仁
矣
。
非
三
王
之
徳
、
選
賢
之
精
、
孰
能
如
此
。
是
以
知
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明
先
、
以
仁
厚
遠
、
遠
而
愈
賢
、
近
而
愈
不
肖
者
、
愛
也
。
故
王
者
愛
及
四
夷
、
霸
者
愛

及
諸
侯
、
安
者
愛
及
封
内
、
危
者
愛
及
旁
側
、
亡
者
愛
及
獨
身
。
獨
身
者
、
雖
立
天
子
諸

侯
之
位
、
一
夫
之
人
耳
、
無
臣
民
之
用
矣
。
如
此
者
、
莫
之
亡
而
自
亡
也
。
春
秋
不
言
伐

、

、

。

、

（

）〔

〕

、

、

梁
者

而
言
梁
亡

蓋
愛
獨
及
其
身
者
也

故
曰

仁

者

在

⑤
愛
人

不
在
愛
我

此
其
法
也
。

義
云
者
、
非
謂
正
人
、
謂
正
我
。
雖
有
亂
世
枉
上
、
莫
不
欲
正
人
。
奚
謂
義
。
昔
者
楚

靈
王
討
陳
蔡
之
賊
、
齊
桓
公
執
袁
涛
塗
之
罪
、
非
不
能
正
人
也
。
然
而
春
秋
弗
予
、
不
得

爲
義
者
、
我
不
正
也
。
闔
廬
能
正
楚
蔡
之
難
矣
、
而
春
秋
奪
之
義
辭
、
以
其
身
不
正
也
。

潞
子
之
於
諸
侯
、
無
所
能
正
、
春
秋
予
之
有
義
、
其
身
正
也

（
趨
而
利
也
）
⑥
故
曰
、
義

。

、

、

。

〔

〕

、

（

）〔

〕

在
正
我

不
在
正
人

此
其
法
也

夫
我
無
之

而

⑦
求
諸
人

我
有
之
而

誹

非

⑧
諸
人
。
人
之
所
不
能
受
也
。
其
理
逆
矣
。
何
可
謂
義
。
義
者
、
謂
宜
在
我
者
。
宜
在
我

者
、
而
後
可
以
稱
義
。
故
言
義
者
、
合
我
與
宜
、
以
爲
一
言
。
以
此
操
之
、
義
之
爲
言
我

也
。
故
曰
、
有
爲
而
得
義
者
、
謂
之
自
得
。
有
爲
而
失
義
者
、
謂
之
自
失
。
人
好
義
者
、

謂
之
自
好
。
人
不
好
義
者
、
謂
之
不
自
好
。
以
此
參
之
、
義
〔
在
正
〕
⑨
我
也
、
明
矣
。

。

、

。

、

。

、

、（

）〔

〕

是
義
與
仁
殊

仁
謂
往

義
謂
來

仁
大
遠

義
大
近

愛
在
人

謂
之
仁

義

宜

、

。

、

。

、

、

、

。

⑩
在
我

謂
之
義

仁
主
人

義
主
我
也

故
曰

仁
者
人
也

義
者
我
也

此
之
謂
也

君
子
求
仁
義
之
別
、
以
紀
人
我
之
間
、
然
後
辨
乎
内
外
之
分
、
而
著
於
順
逆
之
處
也
。
是

故
内
治
反
理
以
正
身
、
據
禮
以
勸
福
。
外
治
推
恩
以
廣
施
、
寛
制
以
容
衆
。
孔
子
謂
冉
子

曰
、
治
民
者
、
先
富
之
而
後
加
教
。
語
樊
遲
曰
、
治
身
者
、
先
難
後
獲
。
以
此
之
謂
、
治

身
之
與
治
民
、
所
先
後
者
不
同
焉
矣
。
詩
曰
、
飲
之
食
之
、
教
之
誨
之
。
先
飲
食
而
後
教

誨
、
謂
治
人
也
。
又
曰
、
坎
坎
伐
輻
、
彼
君
子
兮
、
不
素
餐
兮
。
先
其
事
後
其
食
、
謂
治

身
也
。

春
秋
刺
上
之
過
、
而
矜
下
之
苦
。
小
惡
在
外
弗
擧
、
在
我
書
而
（
誹

〔
非
〕
⑪
之
。
凡

）

此
（
六
）
⑫
者
、
以
仁
治
人
、
義
治
我
。
躬
自
厚
而
薄
責
於
外
、
此
之
謂
也
。
且
論
已
見

、

。

、

、

。

、

（

）〔

〕

之

而
人
不
察

曰

君
子
攻
其
惡

不
攻
人
之
惡

不
攻
人
之
惡

非
仁
之
寛

與

歟

⑬
。
自
攻
其
惡
、
非
義
之
全
（
與

〔
歟
〕
⑬
。
此
謂
之
仁
造
人
、
義
造
我
。
何
以
異
乎
。

）

、

、

、

、

、

、

、

、

故
自
稱
其
惡

謂
之
情

稱
人
之
惡

謂
之
賊

求
諸
己

謂
之
厚

求
諸
人

謂
之
薄

、

、

、

。

、

。

自
責
以
備

謂
之
明

責
人
以
備

謂
之
惑

是
故
以
自
治
之
節
治
人

是
居
上
不
寛
也

以
治
人
之
度
自
治
、
是
爲
禮
不
敬
也
。
爲
禮
不
敬
、
則
傷
行
而
民
弗
尊
。
居
上
不
寛
、
則

傷
厚
而
民
弗
親
。
弗
親
則
弗
信
、
弗
尊
則
弗
敬
。
二
端
之
政
、
詭
於
上
而
僻
行
之
、
則
誹

於
下
。
仁
義
之
處
、
可
無
論
乎
。
夫
目
不
視
弗
見
、
心
弗
論
不
得
。
雖
有
天
下
之
至
味
、

弗
嚼
弗
知
其
旨
也
。
雖
有
聖
人
之
至
道
、
弗
論
不
知
其
義
也
。

【
校
記
】

①

「
與
」

宋
本
に
従
い

「
於
」
に
改
め
る
。

、

②

盧
文
弨
に
従
い

「
公
追
戎
於
濟
西
」
の
六
字
を
補
う
。

、

③

「
蚤
」

蘇
輿
・
惠
棟
（

校
釋
』
引

・
陶
鴻
慶
に
従
い

「
害
」
に
改
め
る
。

『

）

、

④

陶
鴻
慶
に
従
い

「
知
」
字
を
補
う
。

、

⑤

「
者
」

前
文
の
「
仁
之
法
在
愛
人
、
不
在
愛
我

、
後
文
の
「
義
在
正
我
、
不
在
正

」

人
」
に
従
い

「
在
」
に
改
め
る
。

、

⑥

「
趨
而
利
也
」

盧
文
弨
に
従
い
、
削
除
す
る
。

⑦

『
黄
氏
日
鈔
』
に
従
い

「
而
」
字
を
補
う
。

、

⑧

「
誹
」

宋
本
注
・

黄
氏
日
鈔
』
に
従
い

「
非
」
に
改
め
る
。

『

、

⑨

陶
鴻
慶
に
従
い

「
在
正
」
の
二
字
を
補
う
。

、

⑩

「
義
」

蘇
輿
・
劉
師
培
・
陶
鴻
慶
に
従
い

「
宜
」
に
改
め
る
。

、

⑪

「
誹
」

宋
本
注
・

黄
氏
日
鈔
』
に
従
い

「
非
」
に
改
め
る
。

『

、

⑫

「
六
」

兪
樾
が
「
並
び
に
六
者
無
け
れ
ば
、
則
ち
此
の
六
字
は
衍
文
と
爲
す
」
に

従
い
、
削
除
す
る
。

⑬

「
與
」

宋
本
に
従
い

「
歟
」
に
改
め
る
。

、

【
書
き
下
し
文
】

仁
義
法
第
二
十
九
①
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『
春
秋
』
の
治
む
る
所
は
、
人
と
我
な
り
。
人
と
我
を
治
む
る
所
以
の
者
は
、
仁
と
義

。

、

。

。

な
り

仁
を
以
て
人
を
安
ん
じ

義
を
以
て
我
を
正
す
②

故
に
仁
の
言
爲
る
や
人
な
り

義
の
言
爲
る
や
我
な
り
。
名
を
言
ひ
て
以
て
別
つ
。
仁
の
人
に
於
け
る
、
義
の
我
に
於
け

る
者
は
、
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
衆
人
察
せ
ず
、
乃
ち
反
て
仁
を
以
て
自
ら
裕
く

ひ
ろ

し
、
義
を
以
て
人
を
設
け
、
其
の
處
を

詭

り
て
其
の
理
を
逆
に
す
。
亂
れ
ざ
る
こ
と

鮮

い
つ
は

す
く
な

し
。
是
の
故
に
人
、
亂
れ
ん
と
欲
す
る
こ
と
莫
く
し
て
、
大
抵
常
に
亂
る
。
凡
そ
以
て
人

我
の
分
に
闇
く
し
て
、
仁
義
の
在
る
所
を
省
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
是
の
故
に
『
春
秋
』
は
仁

義
の
法
を
爲
す
。
仁
の
法
は
人
を
愛
す
る
に
在
り
て
、
我
を
愛
す
る
に
在
ら
ず
③
。
義
の

法
は
我
を
正
す
に
在
り
て
、
人
を
正
す
に
在
ら
ず
④
。
我
自
ら
正
さ
ざ
れ
ば
、
能
く
人
を

正
す
と
雖
も
、
義
と
爲
す
を
予
さ
ず
。
人
、
其
の
愛
を
被
ら
ざ
れ
ば
、
厚
く
自
ら
愛
す
と

ゆ
る

雖
も
、
仁
と
爲
す
を
予
さ
ず
。
昔
、
晉
の
靈
公
、
膳
宰
を
殺
し
て
以
て
飲
食
を
淑
く
し
、

ゆ
る

よ

大
夫
を
彈
ち
て
以
て
其
の
意
を
娯
し
ま
し
む
⑤
。
厚
く
自
ら
愛
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。

た
の

然
り
而
し
て
淑
人
と
爲
す
を
得
ざ
る
者
は
、
人
を
愛
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
民
を
愛
す
る
に
質

に
し
て
、
以
て
下
、
鳥
獸
昆
蟲
に
至
る
ま
で
愛
せ
ざ
る
莫
し
。
愛
せ
ざ
れ
ば
、
奚
ぞ
仁
と

な
ん

謂
ふ
に
足
ら
ん
。
仁
と
は
、
人
を
愛
す
る
の
名
な
り
⑥
。


⑦
に
は
、
傳
に
「
之
を
大
に
す
る
」
の
辭
無
し
。
自
ら
追
を
爲
せ
ば
な
り
。
公
、
戎

を
濟
西
に
追
ふ
⑧
は
、
則
ち
其
の
恤
ふ
る
所
遠
き
を
善
み
す
る
な
り
。
兵
已
に
焉
に
加
へ

う
れ

よ

こ
こ

ら
れ
、
乃
ち
往
き
て
之
を
救
ふ
は
、
則
ち
美
と
せ
ず
。
未
だ
至
ら
ざ
る
に
、
豫
め
之
に
備

ふ
る
は
、
則
ち
之
を
美
と
す
。
其
の
害
の
先
を
救
ふ
を
善
み
す
る
な
り
。
夫
れ
害
を
救
ひ

て
先
に
之
を
知
れ
ば
、
則
ち
害
は
由
り
て
起
る
無
く
し
て
、
天
下
害
無
し
。
然
ら
ば
則
ち

物
の
動
く
を
觀
、
先
づ
其
の
萌
す
を
覺
り
、
亂
を
絶
ち
害
を
將
然
に
し
て
未
だ
形
は
れ
ざ

き
ざ

る
の
時
に
塞
ぐ
は

『
春
秋
』
の
志
な
り
⑨
。
其
の
明
至
れ
り
。
堯
舜
の
智
に
し
て
、
禮
の

、

本
を
知
る
に
非
ざ
れ
ば
、
孰
か
能
く
此
に
當
ら
ん
。
故
に
害
を
救
ひ
て
先
に
之
を
知
る
は

た
れ

明
な
り
。
公
の
恤
ふ
る
所
遠
く
し
て

『
春
秋
』
之
を
美
と
す
。
其
の
恤
ふ
る
こ
と
遠
き
を

、

う
れ

こ
れ

う
れ

美
と
す
る
の
意
を
詳
ら
か
に
す
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
間
、
然
る
後
に
其
の
仁
を
快
く
す
。

三
王
の
徳
も
て
、
賢
の
精
を
選
ぶ
に
非
ざ
れ
ば
、
孰
か
能
く
此
の
如
く
な
ら
ん
。
是
れ
知

た
れ

か
く

を
以
て
先
を
明
ら
か
に
し
、
仁
を
以
て
遠
き
を
厚
く
す
。
遠
く
し
て
愈
い
よ
賢
、
近
く
し

い
よ

て
愈
い
よ
不
肖
な
る
は
、
愛
な
り
。
故
に
王
者
は
、
愛
、
四
夷
に
及
び
、
霸
者
は
、
愛
、

い
よ

諸
侯
に
及
び
、
安
者
は
、
愛
、
封
内
に
及
び
、
危
者
は
、
愛
、
旁
側
に
及
び
、
亡
者
は
、

、

。

、

、

、

愛

獨
身
に
及
ぶ

獨
身
な
る
者
は

天
子
諸
侯
の
位
に
立
つ
と
雖
も

一
夫
の
人
の
み

。

、

。『

』、

臣
民
の
用
無
し

此
の
如
き
者
は

之
を
亡
ぼ
す
莫
く
し
て
自
ら
亡
ぶ
る
な
り

春
秋

か
く

「
梁
を
伐
つ
」
と
言
は
ず
し
て

「
梁
亡
ぶ
」
⑩
と
言
ふ
は
、
蓋
し
愛
獨
り
其
の
身
に
及
ぶ

、

け
だ

。

「

、

」

、

者
な
ら
ん

故
に

仁
者
は
人
を
愛
す
る
に
在
り

我
を
愛
す
る
に
在
ら
ず

と
曰
ふ
は

此
れ
其
の
法
な
り
。

義
と
云
ふ
者
は
、
人
を
正
す
を
謂
ふ
に
非
ず
、
我
を
正
す
を
謂
ふ
。
亂
世
枉
上
有
り
と

雖
も
、
人
を
正
さ
ん
と
欲
せ
ざ
る
莫
し
。
奚
を
か
義
と
謂
ふ
。
昔
、
楚
の
靈
王
、
陳
蔡
の

な
に

賊
を
討
ち
⑪
、
齊
の
桓
公
、
袁
涛
塗
の
罪
を
執
ふ
る
⑫
は
、
人
を
正
す
能
は
ざ
る
に
非
ざ

る
な
り
。
然
り
而
し
て
『
春
秋
』
は
予
さ
ず
、
義
を
爲
す
を
得
ざ
る
者
は
、
我
正
し
か
ら

ゆ
る

ざ
れ
ば
な
り
。
闔
廬
能
く
楚
蔡
の
難
を
正
す
⑬
も

『
春
秋
』
は
之
が
義
辭
を
奪
ふ
、
其
の

、

身
正
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り

潞
子
の

諸
侯
に
於
け
る
や
⑭

能
く
正
す
所
無
し

春

。

、

、

、『

秋
』
之
に
予
ふ
る
に
義
を
有
て
す
。
其
の
身
正
し
け
れ
ば
な
り
。
故
に
「
義
は
我
を
正
す

あ
た

も
っ

に
在
り
、
人
を
正
す
に
在
ら
ず
」
と
曰
ふ
は
、
此
れ
其
の
法
な
り
。
夫
れ
我
れ
之
れ
無
く

し
て
諸
を
人
に
求
め
、
我
れ
之
れ
有
り
て
諸
を
人
に
非
る
は
、
人
の
受
く
る
能
は
ざ
る
所

こ
れ

そ
し

。

。

。

、

、

。

な
り

其
の
理
逆
け
り

何
ぞ
義
と
謂
ふ
可
け
ん

義
と
は

宜

我
に
在
る
者
を
謂
ふ

そ
む

べ

宜
、
我
に
在
る
者
に
し
て
、
而
る
後
に
以
て
義
と
稱
す
可
し
⑮
。
故
に
義
と
言
ふ
者
は
、

し
か

我
と
宜
と
を
合
し
て
以
て
一
言
と
爲
す
。
此
を
以
て
之
を
操
す
れ
ば
、
義
の
言
爲
る
我
な

り
。
故
に
曰
く
、
爲
す
有
り
て
義
を
得
る
者
、
之
を
自
得
と
謂
ふ
。
爲
す
有
り
て
義
を
失

ふ
者
、
之
を
自
失
と
謂
ふ
。
人
、
義
を
好
む
者
、
之
を
自
好
と
謂
ふ
。
人
、
義
を
好
ま
ざ

る
者
、
之
を
不
自
好
と
謂
ふ
。
此
を
以
て
之
を
參
す
れ
ば
、
義
は
我
を
正
す
に
在
る
や
、

明
ら
か
な
り
。

是
れ
義
と
仁
は
殊
な
る
。
仁
は
往
を
謂
ひ
、
義
は
來
を
謂
ふ
⑯
。
仁
は

大
だ
遠
く
、
義

は
な
は

は

大
だ
近
し
。
愛
、
人
に
在
り
、
之
を
仁
と
謂
ひ
、
宜
、
我
に
在
り
、
之
を
義
と
謂
ふ
。

は
な
は

仁
は
人
を
主
と
し
、
義
は
我
を
主
と
す
る
な
り
。
故
に
「
仁
は
人
な
り
、
義
は
我
な
り
」

と
曰
ふ
は
、
此
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
君
子
、
仁
義
の
別
を
求
め
て
、
以
て
人
我
の
間
を
紀
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し
、
然
る
後
に
内
外
の
分
を
辨
じ
、
順
逆
の
處
を
著
ら
か
に
す
る
な
り
。
是
の
故
に
内
治

あ
き

は
理
に
反
り
て
以
て
身
を
正
し
、
禮
に
據
り
て
以
て
福
を
勸
く
。
外
治
は
恩
を
推
し
て
以

よ

た
す

て
廣
く
施
し
、
制
を
寛
く
し
て
以
て
衆
を
容
る
。
孔
子
、
冉
子
に
謂
ひ
て
曰
く

「
民
を
治

、

い

む
る
者
は

先
づ
之
を
富
ま
せ
て
而
る
後
に
教
を
加
ふ

⑰
と

樊
遲
に
語
り
て
曰
く

身

、

」

。

、「

を
治
む
る
者
は
、
難
き
を
先
に
し
獲
る
を
後
に
す
」
⑱
と
。
此
の
謂
を
以
て
す
れ
ば
、
身

を
治
む
る
と
民
を
治
む
る
と
、
先
後
す
る
所
の
者
同
じ
か
ら
ず

『
詩
』
に
「
之
に
飲
ま
し

。

め
之
に
食
は
し
め
、
之
に
教
へ
之
に
誨
ふ
」
と
曰
ふ
⑲
は
、
飲
食
を
先
に
し
教
誨
を
後
に

し
、
人
を
治
む
る
を
謂
ふ
な
り
。
又
「
坎
坎
と
し
て
輻
を
伐
る
、
彼
の
君
子
は
、
素
餐
せ

ず
」
と
曰
ふ
⑳
は
、
其
の
事
を
先
に
し
其
の
食
を
後
に
す
、
身
を
治
む
る
を
謂
ふ
な
り
。

『
春
秋
』
は
上
の
過
ち
を
刺
り
、
下
の
苦
し
み
を

矜
む
。
小
惡
、
外
に
在
り
て
は
擧
げ

あ
は
れ

ず
、
我
に
在
り
て
は
書
し
て
之
を
非
る

。
凡
そ
此
の
六
者
は
、
仁
を
以
て
人
を
治
め
、

。「

」

、

。

義
も
て
我
を
治
む

躬
自
ら
厚
く
し
て
薄
く
外
を
責
む


と
は

此
を
之
れ
謂
ふ
な
り

且
つ
『
論
』
に
已
に
之
を
見
る
も
、
人
察
せ
ず
。
曰
く

「
君
子
は
其
の
惡
を
攻
め
、
人

、

の
惡
を
攻
め
ず
」

と
。
人
の
惡
を
攻
め
ざ
る
は
、
仁
の
寛
に
非
ず
や
。
自
ら
其
の
惡
を

、

。

、

。

攻
む
る
は

義
の
全
き
に
非
ず
や

此
れ
之
を
仁
は
人
に
造
り

義
は
我
に
造
る
と
謂
ふ

い
た

い
た

何
を
以
て
異
な
ら
ん
や
。
故
に
自
ら
其
の
惡
を
稱
す
、
之
を
情
と
謂
ふ

。
人
の
惡
を
稱

す
、
之
を
賊
と
謂
ふ
。
諸
を
己
に
求
む
、
之
を
厚
と
謂
ふ
。
諸
を
人
に
求
む
、
之
を
薄
と

こ
れ

謂
ふ
。
自
ら
責
め
て
以
て
備
ふ
、
之
を
明
と
謂
ふ
。
人
を
責
め
て
以
て
備
ふ
、
之
を
惑
と

謂
ふ

。
是
の
故
に
自
ら
治
む
る
の
節
を
以
て
人
を
治
む
る
は
、
是
れ
上
に
居
り
て
寛
な

ら
ざ
る
な
り
。
人
を
治
む
る
の
度
を
以
て
自
ら
治
む
る
は
、
是
れ
禮
を
爲
す
も
敬
は
ざ
る

な
り

。
禮
を
爲
す
も
敬
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
行
ひ
を
傷
つ
け
て
民
尊
ば
ず
。
上
に
居
り
て

、

。

、

寛
な
ら
ざ
れ
ば

則
ち
厚
を
傷
つ
け
て
民
親
し
ま
ず

親
し
ま
ざ
れ
ば
則
ち
信
じ
ら
れ
ず

尊
ば
ざ
れ
ば
則
ち
敬
は
れ
ず
。
二
端
の
政
、
上
に
詭
へ
、
之
を
僻
行
す
れ
ば
則
ち
下
に
誹

ら
る
。
仁
義
の
處
は
、
論
無
か
る
可
け
ん
や
。
夫
れ
目
は
視
ざ
れ
ば
見
へ
ず
、
心
は
論
ぜ

ざ
れ
ば
得
ず
。
天
下
の
至
味
有
り
と
雖
も
、
嚼
せ
ざ
れ
ば
其
の
旨
さ
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

聖
人
の
至
道
有
り
と
雖
も
、
論
ぜ
ざ
れ
ば
其
の
義
を
知
ら
ざ
る
な
り

。

【
注
】

①

蘇
輿
は

「

莊
子
』
天
地
〔
天
道
〕
篇
に
『
孔
子
往
き
て
老

を
見
、
十
二
經
を
繙

、
『

き
て
以
て
説
く
。
老

曰
く
、
願
は
く
は
其
の
要
を
聞
か
ん
。
孔
子
曰
く
、
要
は
仁
義

』

。

、『

』

『

。

に
在
り

と
あ
り

按
ず
る
に

禮
記

表
記
に
子
を
引
き
て

仁
は
天
下
の
表
な
り

』

。

『

、

』

。

義
は
天
下
の
制
な
り

と
言
ふ

又

人
に
數
有
り

義
に
短
長
小
大
有
り

と
云
ふ

『
易
』
繋
辭
〔
説
卦
〕
に
『
人
の
道
を
立
つ
、
曰
く
仁
と
義
と
』
と
云
ふ

『
韓
非
子
』

。

外
儲
説
右
に

子
路
曰
く

夫
子
に
學
ぶ
所
の
者
は
仁
義
な
り

と
い
ふ

而
る
に

論

『

、

』

。

『

語
』
中
に
仁
義
兼
ね
言
ふ
者
無
し

『
孟
子
』
仁
を
言
ふ
に
、
始
め
て
多
く
義
を
以
て
配

。

す

『
賈
子
』
道
術
篇
に
『
心
に
人
を
愛
す
る
を
兼
ぬ
、
之
を
仁
と
謂
ひ
、
人
に
反
る
を

。
戻
と
爲
す
。
行
ひ
其
の
宜
に
充
つ
、
之
を
義
と
謂
ひ
、
義
に
反
る
を
懜
と
爲
す
』
と
い

ふ
も
、
亦
仁
義
を
以
て
分
晰
し
、
韓
愈
『
原
道
』
の
祖
と
す
る
所
と
爲
す
。
此
の
篇
云

ふ
所
は
厚
躬
薄
責
の
恉
に
本
づ
き
、
且
つ
三
た
び
『
論
語
』
を
引
き
て
以
て
證
し
、
孔

子
の
法
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
他
篇
は

『
春
秋
』
の
要
旨
は
仁
に
在
り
と
言
ふ
。
此

、

は
施
政
者
、
人
を
治
む
る
に
偏
り
て
、
自
ら
治
む
る
を
知
ら
ざ
る
を
恐
る
る
が
故
に
其

の
法
を
著
ら
か
に
す
」
と
い
う
。

②

蘇
輿
は

『
漢
書
』
杜
欽
傳
の
對
策
の
、

、

王
者
は
天
地
に
法
り
、
仁
に
非
ざ
れ
ば
以
て
廣
く
施
す
無
く
、
義
に
非
ざ
れ
ば
以

て
身
を
正
す
無
し
。
己
に
克
ち
て
義
を
就
し
、
恕
以
て
人
に
及
ぼ
す
は
、
六
經
の

上
ぶ
所
な
り

（
王
者
法
天
地
、
非
仁
無
以
廣
施
、
非
義
無
以
正
身
、
克
己
就
義
、

。

恕
以
及
人
、
六
經
之
所
上
也
）

宋
の
蘇
軾
の
、

『

』

、

、

。

春
秋

の
義
は

法
を
立
つ
る
に
は
嚴
を
貴
び

人
を
責
む
る
に
は
寛
を
貴
ぶ

（
春
秋
之
義
、
立
法
貴
嚴
、
責
人
貴
寛
）

を
引
き

「
竝
び
に
此
と
合
す
」
と
い
う
。

、

③

人
を
愛
す
る
こ
と
を
仁
と
す
る
の
は
常
訓
で
、
諸
書
に
散
見
す
る
。

仁
者
人
也

（

中
庸
』

。
『
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仁
者
愛
人
也

（

孟
子
』
離
婁
）

。
『

仁
也
者
人
也

（

孟
子
』
盡
心
上
）

。
『

言
仁
必
及
人

（

國
語
』
周
語
）

。
『

愛
人
能
仁

（

國
語
』
周
語
）

。
『

愛
由
情
出
、
謂
之
仁

（

韓
詩
外
傳

）

。
『

』

④

蘇
輿
は

『
莊
子
』
則
陽
篇
の
、

、

柏
矩
曰
く
、
古
の
人
に
君
た
る
者
は
、
得
を
以
て
民
に
在
る
と
爲
し
、
失
を
以
て

、

、

。

己
に
在
る
と
爲
し

正
を
以
て
民
に
在
る
と
爲
し

枉
を
以
て
己
に
在
る
と
爲
す

（
柏
矩
曰
、
古
之
君
人
者
、
以
得
爲
在
民
、
以
失
爲
在
己
、
以
正
爲
在
民
、
以
枉

爲
在
己
）

を
引
き

「
亦
此
の
義
な
り
」
と
い
う
。

、

⑤

宣
公
六
年
『
公
羊
傳
』
に
、

靈
公
、
無
道
を
爲
す
。
諸
侯
大
夫
を
し
て
皆
内
朝
せ
し
む
。
然
る
後
に
臺
上
に
處

り
て
、
彈
を
引
き
て
之
を
彈
つ
。
已
に
趨
り
て
丸
を
辟
く
。
是
れ
樂
し
む
の
み
。

う

趙
盾
已
に
朝
し
て
出
で
、
諸
大
夫
と
朝
に
立
つ
。
人
畚
を
荷
ひ
て
閨
よ
り
出
づ
る

者
有
り
。
趙
盾
曰
く
、
彼
れ
は
何
ぞ
や
。
夫
れ
畚
曷
爲
れ
ぞ
閨
よ
り
出
づ
。
之
を

な

ん

す

呼
ぶ
も
至
ら
ず
。
曰
く
、
子
は
大
夫
な
り
。
之
を
視
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
就
き

て
之
を
視
ん
。
趙
盾
就
き
て
之
を
視
れ
ば
、
則
ち
赫
然
と
し
て
死
人
な
り
。
趙
盾

曰
く
、
是
れ
何
ぞ
や
。
曰
く
、
膳
宰
な
り
。
熊
蹯
熟
せ
ず
。
公
怒
り
て
斗

を
以

、

。（

。

て
之
を
殺
し

支
解
し
て
將
に
我
を
し
て
之
を
棄
て
し
め
ん
と
す

靈
公
爲
無
道

使
諸
侯
大
夫
皆
内
朝
。
然
後
處
乎
臺
上
、
引
彈
而
彈
之
。
已
趨
而
辟
丸
。
是
樂
而

已
矣
。
趙
盾
已
朝
而
出
與
諸
大
夫
立
於
朝
。
有
人
荷
畚
自
閨
而
出
者
。
趙
盾
曰
、

彼
何
也
。
夫
畚
曷
爲
出
乎
閨
。
呼
之
不
至
。
曰
、
子
大
夫
也
。
欲
視
之
、
則
就
而

視
之
。
趙
盾
就
而
視
之
、
則
赫
然
死
人
也
。
趙
盾
曰
、
是
何
也
。
曰
、
膳
宰
也
。

熊
蹯
不
熟
。
公
怒
以
斗

而
殺
之
、
支
解
將
使
我
棄
之
）

と
あ
る
。

⑥

蘇
輿
は

「
質
は
實
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
心
を
實
に
し
て
民
を
愛
し
、
庶
物
も
遺

、

さ
ず
。
蓋
し
聖
人
の
仁
は
博
し
。
自
ら
愛
す
る
に
始
ま
り
、
人
を
愛
す
る
に
推
し
、
物

を
愛
す
る
に
極
ま
る
。
此
れ
『
春
秋
』
の
志
な
り
」
と
い
う
。

⑦


に
つ
い
て
は
、
僖
公
二
十
六
年
經
に
、

齊
人
、
我
が
西
鄙
を
侵
す
。
公
、
齊
の
師
を
追
ひ
て

に
至
る
。
及
ば
ず

（
齊
人

。

侵
我
西
鄙
。
公
追
齊
師
至

。
弗
及
）

と
あ
る
の
を
指
す
。
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
は
、

其
の

に
至
る
、
及
ば
ず
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
侈
な
り

（
其
言
至

弗
及
何
。
侈

。

也
）

と
あ
る
。
齊
の
軍
が
魯
の
国
境
に
侵
入
し
て
か
ら
、
僖
公
が
齊
の
軍
を

ま
で
追
い
払

っ
た
。
軍
が
侵
入
し
て
か
ら
救
い
に
行
っ
た
か
ら
、
傳
に
「
之
を
大
に
す
る
」
と
い
う

言
葉
が
な
い
の
で
あ
る
。

⑧

「
濟
西
」
は
、
莊
公
十
八
年
經
の
「
夏
、
公
追
戎
于
濟
西
」
を
指
す
。
そ
の
『
公
羊

傳
』
に
は
、

此
れ
未
だ
伐
と
言
ふ
者
有
ら
ず
。
其
の
追
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
其
の
中
國
の
爲
に

追
ふ
を
大
と
す
る
な
り
。
此
れ
未
だ
中
國
を
伐
つ
者
有
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
中

國
の
爲
に
追
ふ
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
其
の
未
だ
至
ら
ず
し
て

豫

め
之
を
禦
ぐ
を

あ
ら
か
じ
め

ふ
せ

大
と
す
る
な
り
。
其
の
濟
西
に
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
之
を
大
と
す
れ
ば
な
り

（
此

。

未
有
言
伐
者
。
其
言
追
何
。
大
其
爲
中
國
追
也
。
此
未
有
伐
中
國
者
、
則
其
言
爲

中
國
追
何
。
大
其
未
至
而
豫
禦
之
也
。
其
言
于
濟
西
何
。
大
之
也
）

と
あ
り
、
軍
が
自
分
の
領
土
に
侵
入
す
る
前
に
追
い
払
っ
た
か
ら
、
傳
に
「
之
を
大
に

す
る
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。

⑨

蘇
輿
は

『
荀
子
』
大
略
篇
の
、

、

天
子
即
位
す
る
に
、
中
卿
進
み
て
曰
く

「
天
に
配
び
て
下
土
を
有
す
る
者
は
、
事

、

、

、

。

に
先
ん
じ
て
事
を

慮

る
は

之
を
接
と
謂
ひ

接
な
れ
ば
則
ち
事
は
優
成
せ
ん

お
も
ん
ぱ
か

患
に
先
ん
じ
て
患
を
慮
る
は
、
之
を
豫
と
謂
ひ
、
豫
な
れ
ば
則
ち
禍
は
生
ぜ
ず
。

事
至
り
て
而
る
後
に
慮
る
者
は
、
之
を
後
と
謂
ひ
、
後
な
れ
ば
則
ち
事
は
擧
は
れ

ず
。
患
至
り
て
而
る
後
に
慮
る
者
は
、
之
を
困
と
謂
ひ
、
困
な
れ
ば
則
ち
禍
は
禦
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ぐ
可
か
ら
ず

。
天
子
に
二
策
を
授
く

（
天
子
即
位
、
中
卿
進
曰
、
配
天
而
有
下

」

。

土
者
、
先
事
慮
事
、
謂
之
接
、
接
則
事
優
成
。
先
患
慮
患
、
謂
之
豫
、
豫
則
禍
不

生
。
事
至
而
後
慮
者
、
謂
之
後
、
後
則
事
不
擧
。
患
至
而
後
慮
者
、
謂
之
困
、
困

則
禍
不
可
禦
。
授
天
子
二
策
）

と

『
白
虎
通
』
諌
諍
篇
の
、

、
諷
諌
は
智
な
り
。
禍
患
の
萌
す
を
知
り
、
深
く
其
の
事
の
未
だ
彰
は
れ
ざ
る
を
睹

あ
ら

み

て
諷
告
す
。
此
れ
智
の
性
な
り

（
諷
諌
者
智
也
。
知
禍
患
之
萌
、
深
睹
其
事
未
彰

。

而
諷
告
焉
。
此
智
之
性
也
）

を
引
く
。

⑩

「
梁
」
は
春
秋
の
時
の
国
名
で
あ
る
。
僖
公
十
九
年
經
に

「
梁
亡
」
と
あ
る
の
を
指

、

す
。
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

、

。

。

此
れ
未
だ
伐
つ
者
有
ら
ず

其
の
梁
亡
ぶ
と
言
ふ
は
何
ぞ
や

自
ら
亡
ぶ
る
な
り

其
の
自
ら
亡
ぶ
る
は
奈
何
。
魚
爛
り
て
亡
ぶ
る
な
り

（
此
未
有
伐
者
、
其
言
梁
亡

。

く
さ

何
。
自
亡
也
。
其
自
亡
奈
何
。
魚
爛
而
亡
也
）

と
あ
り

『
穀
梁
傳
』
に
も
、

、
自
ら
亡
ぶ
る
な
り
。
酒
に
湎
し
、
色
に
淫
し
、
心
昏
み
、
耳
目
塞
ぐ
。
上
に
正
長

の
治
無
く

大
臣
背
叛
し

民
冦
盗
を
爲
す

梁
亡
ぶ
る
は

自
ら
亡
ぶ
る
な
り

如

、

、

。

、

。
も

し
力
役
を
加
へ
ら
る
れ
ば
、
湎
は
道
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
梁
亡
ぶ
、
鄭
、
其
の

師
を
棄
つ
る
は
、
我
れ
加
損
無
し
、
名
を
正
す
の
み
。
梁
亡
ぶ
は
、
惡
正
を
出
す

な
り
。
鄭
、
其
の
師
を
棄
つ
る
は
、
其
の
長
を
惡
む
な
り

（
自
亡
也
。
湎
於
酒
、

。

に
く

淫
於
色
。
心
昏
、
耳
目
塞
。
上
無
正
長
之
治
、
大
臣
背
叛
、
民
爲
冦
盗
。
梁
亡
、

自
亡
也
。
如
加
力
役
焉
、
湎
不
足
道
也
。
梁
亡
、
鄭
棄
其
師
、
我
無
加
損
焉
、
正

名
而
已
矣
。
梁
亡
、
出
惡
正
也
。
鄭
棄
其
師
、
惡
其
長
也
）

と
あ
る
。
梁
が
亡
ん
だ
の
は
梁
自
身
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
り
、
伐
た
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
「
伐
」
と
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑪

「
陳
の
賊
を
討
つ
」
は
、
昭
公
八
年
經
の
「
冬
、
十
月
壬
午
、
楚
師
滅
陳
。
執
陳
公

子
招
、
放
之
于
越
」
を
指
す

「
蔡
の
賊
を
討
つ
」
は
、
昭
公
十
年
經
の
「
夏
、
四
月
丁

。

巳
、
楚
子
虔
誘
蔡
侯
般
、
殺
之
于
申
」
を
指
す
。
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

楚
子
虔
何
を
以
て
名
い
ふ
。
絶
す
れ
ば
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
之
を
絶
す
。
其
の
誘
ひ

て
討
つ
が
爲
な
り
。
此
れ
賊
を
討
つ
な
り
。
之
を
誘
ふ
と
雖
も
、
則
ち
曷
爲
れ
ぞ

之
を
絶
つ
。
惡
を
懷
き
て
不
義
を
討
つ
は
、
君
子
は
予
さ
ざ
る
な
り

（
楚
子
虔
何

。

以
名
。
絶
。
曷
爲
絶
之
。
爲
其
誘
討
也
。
此
討
賊
也
。
雖
誘
之
、
則
曷
爲
絶
之
。

懷
惡
而
討
不
義
、
君
子
不
予
也
）

と
あ
る
。

⑫

僖
公
四
年
經
の
「
齊
人
執
陳
袁
涛
塗
」
を
指
す
。
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

。

。

。

涛
塗
の
罪
は
何
ぞ
や

軍
の
道
を
辟
く
る
な
り

其
の
軍
の
道
を
辟
く
る
は
奈
何

さ

涛
塗
、
桓
公
に
謂
ひ
て
曰
く
、
君
既
に
南
夷
を
服
す
。
何
ぞ
師
を
還
し
て
海
に
濱

し
て
東
し
、
東
夷
を
服
し
、
且
つ
歸
ら
ざ
る
。
桓
公
曰
く
、
諾
。
是
に
於
て
師
を

還
し
、
海
に
濱
し
て
東
し
、
大
い
に
沛
澤
の
中
に
陷
る
。
顧
み
て
涛
塗
を
執
ふ
。

執
い
ふ
に
曷
爲
れ
ぞ
或
い
は
侯
と
稱
し
、
或
い
は
人
と
稱
す
。
侯
と
稱
し
て
執
い

ふ
は
、
伯
討
な
り
。
人
と
稱
し
て
執
い
ふ
は
、
伯
討
に
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
有
罪

を
執
ふ
。
何
を
以
て
伯
討
と
爲
す
を
得
ざ
る
。
古
は
、
周
公
東
征
す
れ
ば
則
ち
西

國
怨
み
、
西
征
す
れ
ば
則
ち
東
國
怨
む
。
桓
公
塗
を
陳
に
假
り
て
楚
を
伐
つ
も
、

み
ち

か

、

。

則
ち
陳
人
其
の
反
る
に
己
に
由
る
を
欲
せ
ざ
る
は

師
正
し
か
ら
ざ
る
が
故
な
り

其
の
師
を
脩
め
ず
し
て
涛
塗
を
執
ふ
。
古
人
の
討
は
、
則
ち
然
ら
ず

（
涛
塗
之
罪

。

と
ら

何
。
辟
軍
之
道
也
。
其
辟
軍
之
道
奈
何
。
涛
塗
謂
桓
公
曰
、
君
既
服
南
夷
矣
。
何

不
還
師
濱
海
而
東
、
服
東
夷
、
且
歸
。
桓
公
曰
、
諾
。
於
是
還
師
、
濱
海
而
東
、

。

。

、

。

、

大
陷
于
沛
澤
之
中

顧
而
執
涛
塗

執
者
曷
爲
或
稱
侯

或
稱
人

稱
侯
而
執
者

伯
討
也
。
稱
人
而
執
者
、
非
伯
討
也
。
此
執
有
罪
、
何
以
不
得
爲
伯
討
。
古
者
、

周
公
東
征
則
西
國
怨
、
西
征
則
東
國
怨
。
桓
公
假
塗
于
陳
而
伐
楚
、
則
陳
人
不
欲

其
反
由
己
者
、
師
不
正
故
也
。
不
脩
其
師
而
執
涛
塗
。
古
人
之
討
、
則
不
然
也
）

と
あ
る
。

⑬

定
公
四
年
、
楚
が
蔡
を
伐
っ
た
の
で
、
蔡
の
昭
侯
は
呉
に
救
援
を
求
め
た
。
呉
の
闔

廬
は
蔡
の
た
め
に
兵
を
起
し
、
楚
を
伯
擧
に
破
っ
た
こ
と
を
指
す
。
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⑭

宣
公
十
五
年
經
の
「
六
月
癸
卯
、
晉
師
滅
赤
狄
潞
氏
、
以
潞
子
嬰
兒
歸
」
を
指
す
。

そ
の
『
公
羊
傳
』
に
は
、

潞
何
を
以
て
子
と
稱
す
。
潞
子
の
善
を
爲
す
や
、
躬
以
て
亡
ぶ
る
に
足
る
の
み
。

然
り
と
雖
も
、
君
子
は
記
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
夷
狄
を
離
る
る
も
未
だ
中

國
に
合
す
る
能
は
ず
。
晉
師
之
を
伐
ち
、
中
國
救
は
ず
、
狄
人
有
せ
ず
。
是
を
以

て
亡
ぶ
る
な
り

（
潞
何
以
稱
子
。
潞
子
之
爲
善
也
、
躬
足
以
亡
爾
。
雖
然
、
君
子

。

不
可
不
記
也
。
離
于
夷
狄
、
而
未
能
合
于
中
國
。
晉
師
伐
之
、
中
國
不
救
、
狄
人

不
有
。
是
以
亡
也
）

と
あ
る
。

⑮

蘇
輿
は

『
禮
記
』
中
庸
の
、

、

義
は
宜
な
り

（
義
者
宜
也
）

。

射
義
の
、

義
と
は
此
を
宜
し
く
す
る
者
な
り

（
義
者
宜
此
者
也
）

。

を
引
い
て

「
義
に
事
を
制
す
る
の
宜
有
り
、
身
を
治
む
る
の
宜
有
り

『
孟
子
』
は
仁

、

。

を
以
て
親
に
親
し
む
と
爲
し

義
を
長
を
敬
ふ
・
君
に
急
な
り
・
兄
に
從
ふ
と
爲
す

董

、

（

は
則
ち
竝
び
に
仁
に
歸
す

。
又
、
其
の
有
す
る
に
非
ず
し
て
之
を
取
る
は
義
に
非
ず
と

）

云
ふ
は
、
此
れ
事
を
制
す
る
の
宜
な
り
。
其
の
羞
惡
の
端
を
以
て
義
と
爲
さ
ば
、
則
ち

心
を
治
む
る
の
宜
は
身
を
治
む
る
所
以
な
り
。
書
傳
説
く
所
は
多
く
制
事
を
主
と
し
、

宋
儒
は
之
に
本
づ
く
。
然
れ
ど
も
朱
子

『
孟
子
』
に
注
し
て
『
義
は
心
の
制
・
事
の
宜

、

な
り
』
と
云
ふ
は
、
二
義
を
兼
ね
用
ふ
る
に
似
た
り
。
其
の
實
心
を
治
め
て
宜
を
得
、

而
る
後
に
以
て
事
を
制
す
可
し
。
理
未
だ
嘗
て
通
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
董
は
專

ら
其
の
本
を
言
ふ
」
と
い
う
。

⑯

蘇
輿
は

「
諸
を
外
に
施
す
、
故
に
往
と
曰
ふ
。
諸
を
己
に
責
む
、
故
に
來
と
曰
ふ
。

、

仁
往
き
義
來
る
は
又
十
指
篇
に
見
ゆ
」
と
い
い

『
管
子
』
小
稱
篇
の
、

、

明
王
は
往
き
て
民
を
喜
ば
し
め
、
來
り
て
身
を
懼
れ
し
む
。
桀
紂
は
往
き
て
民
を

怒
ら
し
め
、
來
り
て
身
を
驕
ら
し
む

（
明
王
往
喜
民
、
來
懼
身
。
桀
紂
往
怒
民
、

。

來
驕
身
）

を
引
き

「
正
に
此
の
『
來

『
往
』
と
、
義
同
じ
」
と
い
う
。
十
指
篇
に
は
、

、

』

此
を
統
べ
て
之
を
擧
ぐ
れ
ば
、
仁
往
き
て
義
來
り
、
徳
澤
廣
大
に
し
て
、
四
海
に

衍
溢
し
、
陰
陽
和
調
し
、
萬
物
、
其
の
理
を
得
ざ
る
靡
し

（
統
此
而
擧
之
、
仁
往

。

而
義
來
、
徳
澤
廣
大
、
衍
溢
於
四
海
、
陰
陽
和
調
、
萬
物
靡
不
得
其
理
矣
）

と
あ
る
。

⑰

孔
子
が
冉
有
に
語
っ
た
語
は
『
論
語
』
子
路
篇
に
見
え
る
。

、

。

。

、

。

、

。

子

衛
に
適
く

冉
有
僕
た
り

子
曰
く

庶
き
か
な

冉
有
曰
く

既
に
庶
し

又
何
を
か
加
へ
ん
。
曰
く
、
之
を
富
さ
ん
。
曰
く
、
既
に
富
め
り
。
又
何
を
か
加

へ
ん
。
曰
く
、
之
を
教
へ
ん

（
子
適
衛
。
冉
有
僕
。
子
曰
、
庶
矣
哉
。
冉
有
曰
、

。

既
庶
矣
。
又
何
加
焉
。
曰
、
富
之
。
曰
、
既
富
矣
。
又
何
加
焉
。
曰
、
教
之
）

⑱

孔
子
が
樊
遲
に
答
え
た
語
は
『
論
語
』
雍
也
篇
に
見
え
る
。

樊
遲
、
知
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
、

。

。

、

、

知
と
謂
ふ
可
し

仁
を
問
ふ

曰
く

仁
者
は
難
き
を
先
に
し
て
獲
る
を
後
に
す

。（

。

、

、

。

。

仁
と
謂
ふ
可
し

樊
遲
問
知

子
曰

務
民
之
義

敬
鬼
神
而
遠
之

可
謂
知
矣

問
仁
。
曰
、
仁
者
、
先
難
而
後
獲
。
可
謂
仁
矣
）

⑲

『
詩
』
は
『
詩
經
』
小
雅
・
緜
蠻
に
見
え
る
。
蘇
輿
は
、
大
略
篇
の
、

富
ま
ざ
れ
ば
以
て
民
の
情
を
養
ふ
こ
と
無
く
、
教
へ
ざ
れ
ば
以
て
民
の
性
を
理
む

る
こ
と
無
し
。
故
に
家
ご
と
に
五
畝
の
宅
と
百
畝
の
田
に
し
て
、
其
の
時
を
奪
ふ

こ
と
勿
き
は
、
之
を
富
ま
す
所
以
な
り
。
大
學
を
立
て
、
庠
序
を
設
け
、
六
禮
を

ゆ

ゑ

ん

修
め
、
十
教
を
明
ら
か
に
す
る
は
、
之
を

道

く
所
以
な
り

『
詩
』
に

「
之
に
飲

。

、

み
ち
び

ま
し
め
之
に
食
は
し
め
、
之
に
教
へ
之
に
誨
ふ
」
と
云
ふ
。
王
事
具
は
れ
り

（
不

。

富
無
以
養
民
情
、
不
教
無
以
理
民
性
。
故
家
五
畝
宅
、
百
畝
田
、
勿
奪
其
時
、
所

以
富
之
也
。
立
大
學
、
設
庠
序
、
修
六
禮
、
明
十
教
、
所
以
道
之
也
。
詩
云
、
飲

之
食
之
、
教
之
誨
之
。
王
事
具
矣
）

、「

『

』

、

、

、

を
引
き

此
に

詩

を
引
き
て
以
て

富
を
先
に
し
教
へ
を
後
に
す
る
を
證
す

義

『
荀
』
と
同
じ
」
と
い
う
。

⑳

『
詩
』
は
『
詩
經
』
魏
風
・
伐
檀
に
見
え
る
。
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隱
公
十
年
『
公
羊
傳
』
に
、

。

、

。

春
秋
は
内
を
録
し
て
外
を
略
に
す

外
に
於
て
は
大
惡
は
書
し

小
惡
は
書
せ
ず

内
に
於
て
は
大
惡
は
諱
み
、
小
惡
は
書
す

（
春
秋
録
内
而
略
外
。
於
外
大
惡
書
、

。

小
惡
不
書
。
於
内
大
惡
諱
、
小
惡
書
）

と
あ
り
、
そ
の
何
休
注
に
「
内
に
於
て
は
大
惡
は
諱
む
、
外
に
於
て
は
大
惡
は
書
す
と

は
、
王
者
起
て
ば
當
に
先
づ
自
ら
正
す
べ
く
し
て
、
然
る
後
に
乃
ち
諸
夏
の
大
惡
を
治

む
可
き
を
明
ら
か
に
す
。
内
の
小
惡
は
書
す
、
外
の
小
惡
は
書
せ
ず
と
は
、
内
に
小
惡

有
ら
ば
、
適
た
ま
諸
夏
の
大
惡
を
治
む
可
く
、
未
だ
諸
夏
の
小
惡
を
治
む
可
か
ら
ず
。

た
ま

當
に
先
づ
自
ら
正
し
、
然
る
後
に
人
を
正
す
べ
き
を
明
ら
か
に
す
」
と
い
う
。



『
論
語
』
衞
靈
公
篇
に
、

子
曰
く

躬
自
ら
厚
く
し
て

薄
く
人
を
責
む
れ
ば

則
ち
怨
み
に
遠
ざ
か
る

子

、

、

、

。（

曰
、
躬
自
厚
而
薄
責
於
人
、
則
遠
怨
矣
）

と
あ
る
。



「
論
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は

「

論
』
と
は
『
論
語
』
を
言
ふ
。
張
禹
、
魯
論
・
齊

、
『

論
を
合
せ
考
え
て
、
張
侯
論
と
號
す
。
何
晏

『
論
語
集
解
』
に
序
し
て
、
古
論
・
新
論

、

と
稱
す
。
是
れ
『
論
語
』
を
但
だ
『
論
』
と
稱
す
る
な
り
」
と
い
う

『
論
語
』
顔
淵
篇

。

に
、

樊
遲
從
ひ
て
舞
雩
の
下
に
遊
ぶ
。
曰
く
、
敢
て
徳
を
崇
く
し
、
慝
を
脩
め
、
惑
ひ

を
辨
ぜ
ん
こ
と
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
善
い
か
な
問
ふ
こ
と
。
事
を
先
に
し
て
得
る

こ
と
を
後
に
す
る
は
、
徳
を
崇
く
す
る
に
非
ず
や
。
其
の
惡
を
攻
め
て
、
人
の
惡

を
攻
む
る
こ
と
無
き
は
、
慝
を
脩
む
る
に
非
ず
や
。
一
朝
の
忿
り
に
其
の
身
を
忘

い
か

、

。

。

、

れ
て
以
て
其
の
親
に
及
ぼ
す
は

惑
い
に
非
ず
や

(

樊
遲
從
遊
於
舞
雩
之
下

曰

、

、

。

、

。

、

。

、

敢
問
崇
徳

脩
慝

辨
惑

子
曰

善
哉
問

先
事
後
得

非
崇
徳
與

攻
其
惡

無
攻
人
之
惡
、
非
脩
慝
與
、
一
朝
之
忿
、
忘
其
身
以
及
其
親
、
非
惑
與
）

と
あ
る
。



蘇
輿
は

「
情
は
猶
ほ
實
の
ご
と
き
な
り
。
宣
公
十
五
年
『
公
羊
傳
』
の
『
是
れ
何
ぞ

、

子
の
情
な
ら
ん
や

（
是
何
子
之
情
也

『
墨
子
』
非
攻
篇
の
『
情
、
其
の
不
義
な
る
を

』

）、

知
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
其
の
言
を
書
し
て
以
て
後
世
に
遺
す

（
情
不
知
其
不
義
也
。
故

』

書
其
言
以
遺
後
世
）
は
『
實
、
其
の
不
義
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
』
を
謂
ふ

『
莊
子
』

。

天
道
篇
の
『
此
れ
仁
義
の
情
な
り

（
此
仁
義
之
情
也
）
は
『
此
れ
仁
義
の
實
な
り
』
を

』

謂
ふ

『
荀
子
』
法
行
篇
に
『
瑕
適
竝
び
に
見
は
る
は
情
な
り

（
瑕
適
竝
見
、
情
也
）

。

』

と
い
ふ
。
竝
び
に
此
と
義
同
じ
」
と
い
う
。



『
呂
氏
春
秋
』
擧
難
篇
に
、

故
に
君
子
は
人
を
責
む
る
に
は
則
ち
仁
を
以
て
し
、
自
ら
責
む
る
に
は
則
ち
義
を

以
て
す
。
人
を
責
む
る
に
仁
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
足
り
易
く
、
足
り
易
け
れ
ば
則

ち
人
を
得
。
自
ら
責
む
る
に
義
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
非
を
爲
し
難
し
、
非
を
爲
し

難
け
れ
ば
則
ち
行
ひ
飾
し
。
故
に
天
地
に
任
じ
て
餘
り
有
り
。
不
肖
者
は
則
ち
然

た
だ

ら
ず
。
人
を
責
む
る
に
は
則
ち
義
を
以
て
し
、
自
ら
責
む
る
に
は
則
ち
仁
を
以
て

す
。
人
を
責
む
る
に
義
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
贍
り
難
し
、
贍
り
難
け
れ
ば
則
ち
親

た

た

を
失
ふ
。
自
ら
責
む
る
に
仁
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
爲
し
易
し
、
爲
し
易
け
れ
ば
則

。

。

、

ち
行
ひ
苟
な
り

故
に
天
下
の
大
な
る
も
容
れ
ざ
る
な
り

身
は
危
ふ
き
を
取
り

國
は
亡
を
取
る
。
此
れ
桀
・
紂
・
幽
・
厲
の
行
ひ
な
り

（
故
君
子
責
人
則
以
人

。

〔
仁

、
自
責
則
以
義
。
責
人
以
人
〔
仁
〕
則
易
足
、
易
足
則
得
人
。
自
責
以
義
則

〕
、

。

。

。

、

難
爲
非

難
爲
非
則
行
飾

故
任
天
地
而
有
餘

不
肖
者
則
不
然

責
人
則
以
義

自
責
則
以
人
〔
仁

。
責
人
以
義
則
難
贍
、
難
贍
則
失
親
。
自
責
以
人
〔
仁
〕
則
易

〕

、

。

。

、

。

、

、

爲

易
爲
則
行
苟

故
天
下
之
大
而
不
容
也

身
取
危

國
取
亡
焉

此
桀

紂

幽
、
厲
之
行
也
）

と
あ
る
。



『
論
語
』
八
佾
篇
に
、

子
曰
く
、
上
に
居
り
て
寛
な
ら
ず
、
禮
を
爲
し
て
敬
せ
ず
、
喪
に
臨
み
て
哀
し
ま

ず
ん
ば
、
吾
何
を
以
て
之
を
觀
ん
や

（
子
曰
、
居
上
不
寛
、
爲
禮
不
敬
、
臨
喪
不

。

哀
、
吾
何
以
觀
之
哉
）

と
あ
る
。



『
韓
詩
外
傳
』
に
、
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、

。

、

旨
酒
嘉
殽
有
り
と
雖
も

嘗
め
ざ
れ
ば
其
の
旨
き
を
知
ら
ず

善
道
有
り
と
雖
も

な

學
ば
ざ
れ
ば
其
の
功
に
達
せ
ず
。
故
に
學
ん
で
然
る
後
に
足
ら
ざ
る
を
知
り
、
教

へ
て
然
る
後
に
究
め
ざ
る
を
知
る

（
雖
有
旨
酒
嘉
殽
、
不
嘗
不
知
其
旨
。
雖
有
善

。

道
、
不
學
不
達
其
功
。
故
學
然
後
知
不
足
、
教
然
後
知
不
究
）

と
あ
り

『
禮
記
』
學
記
篇
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
。

、

【
現
代
語
訳
】

仁
義
法
第
二
十
九

『
春
秋
』
が
治
め
る
も
の
は
、
人
（
他
人
）
と
我
（
自
分
）
で
あ
る
。
人
と
我
を
治
め

る
も
の
は
、
仁
と
義
で
あ
る

（

春
秋
』
は
）
仁
で
人
を
安
ん
じ
、
義
で
我
を
正
す
。
だ

。
『

か
ら
仁
の
意
味
は
人
で
あ
り
、
義
の
意
味
は
我
で
あ
る
。
文
字
と
し
て
書
き
あ
ら
わ
す
こ

と
に
よ
り
区
別
で
き
る
。
仁
と
人
の
関
係
、
義
と
我
の
関
係
は
よ
く
み
き
わ
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
人
々
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
み
き
わ
め
ず
、
か
え
っ
て
仁
で
自
分
を
甘

や
か
し
、
義
で
人
を
束
縛
し

（
仁
義
を
）
施
す
対
象
を
取
り
違
え

（
仁
義
の
）
道
理
に

、

、

さ
か
ら
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
乱
れ
な
い
こ
と
は
少
な
い
。
だ
か
ら
人
は
乱
れ
よ
う
と
し
な

く
て
も
た
い
て
い
乱
れ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
人
と
我
の
（
意
味
の
）
相
違
に
暗
く
、
仁

と
義
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
き
わ
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
春
秋
』
は
仁

義
の
法
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
仁
の
法
は
人
を
愛
す
る
こ
と
に
あ
り
、
我
を
愛
す
る
こ
と

に
は
な
い
。
義
の
法
は
我
を
正
す
こ
と
に
あ
り
、
人
を
正
す
こ
と
に
は
な
い
。
我
を
正
さ

な
け
れ
ば
、
た
と
え
人
を
正
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
義
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
。

人
が
愛
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
を
い
く
ら
厚
く
愛
し
た
と
し
て
も
、
仁
で
あ
る
と

は
認
め
な
い
の
で
あ
る

（
た
と
え
ば
）
そ
の
昔
、
晋
の
靈
公
は
料
理
人
を
殺
し
て
う
ま
い

。

食
事
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
大
夫
を
弓
で
射
っ
て
楽
し
ん
だ
。
彼
は
自
分
を
厚
く
愛

さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
善
人
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
人
を
愛
さ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
真
剣
に
人
民
を
愛
し
、
鳥
獣
や
昆
虫
に
い
た
る
ま
で
愛
さ
な
い
も
の

は
な
い
。
愛
さ
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
仁
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
仁
と
は
人
を
愛
す

る
こ
と
の
名
称
な
の
で
あ
る
。


の
伝
に
は
「
之
を
大
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
な
い
。
こ
れ
は
公
み
づ
か
ら
追
撃
し

た
か
ら
で
あ
る
。
公
が
戎
を
濟
の
西
に
追
撃
し
た
場
合
は

（

春
秋
』
は
）
深
慮
遠
謀
で

、
『

あ
る
こ
と
を
褒
め
た
。
敵
が
攻
撃
し
て
き
て
か
ら
は
じ
め
て
救
出
に
向
か
う
場
合
（

の

場
合
）
は

（

春
秋
』
は
）
褒
め
な
い

（
敵
が
）
ま
だ
や
っ
て
き
て
い
な
い
の
に
、
あ
ら

、
『

。

か
じ
め
そ
れ
に
備
え
て
準
備
す
る
場
合
（
濟
西
の
場
合
）
は

（

春
秋
』
は
）
褒
め
る
。

、
『

害
が
お
こ
る
前
に
救
う
の
を
褒
め
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
害
を
救
う
の
に
、
あ
ら
か
じ

め
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
害
が
お
こ
る
原
因
は
な
く
な
り
、
天
下
に
害
は
な
く
な

。

、

、

、

る

そ
れ
な
ら
ば
物
が
動
く
の
を
み
て

ま
っ
さ
き
に
そ
の
予
兆
を
感
知
し

乱
を
断
ち

起
ろ
う
と
す
る
が
ま
だ
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
前
に
害
を
防
ぐ
の
が
『
春
秋
』
の
志
で
あ

る
。
な
ん
と
聡
明
で
あ
る
こ
と
か
。
尭
舜
の
智
を
備
え
て
い
て
、
礼
の
本
質
を
知
っ
て
い

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
だ
れ
が
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
だ
か
ら
害
を
救
う
の
に
、

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
知
る
の
は
叡
智
で
あ
る
。
公
が
深
慮
遠
謀
す
る
こ
と
を

『
春
秋
』
は

、

。

、

。

褒
め
る

深
慮
遠
謀
す
る
意
図
を
詳
ら
か
に
す
れ
ば

天
地
の
間
に
仁
が
急
速
に
広
ま
る

三
王
の
徳
を
そ
な
え
る
も
の
が
、
賢
者
の
す
ぐ
れ
た
も
の
を
選
抜
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

だ
れ
が
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
知
恵
で
未
来
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
仁

で
遠
方
の
人
を
厚
く
も
て
な
す
こ
と
で
あ
る
。
遠
く
に
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
ほ

ど
賢
者
で
あ
り
、
近
く
に
し
か
お
よ
ぼ
せ
な
い
も
の
ほ
ど
不
肖
で
あ
る
こ
と
は
、
愛
に
よ

（
っ
て
決
ま
）
る
。
だ
か
ら
王
者
は
愛
が
四
方
の
夷
狄
に
お
よ
び
、
霸
者
は
愛
が
諸
侯
に

、

、

、

お
よ
び

国
を
安
定
す
る
も
の
は
愛
が
自
分
の
国
内
に
お
よ
び

国
を
危
う
く
す
る
者
は

愛
が
自
分
の
近
く
に
い
る
も
の
だ
け
に
し
か
お
よ
ば
ず
、
国
を
亡
ぼ
す
者
は
、
愛
が
自
分

だ
け
に
し
か
お
よ
ば
な
い
。
愛
が
自
分
だ
け
に
し
か
お
よ
ば
な
い
者
は
、
天
子
・
諸
侯
の

位
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
ひ
と
り
の
男
子
に
す
ぎ
ず
、
家
臣
や
人
民
の
信
用
を
う
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
他
人
が
亡
ぼ
そ
う
と
し
な
く
て
も
自
分
か
ら
亡
ん
で

ゆ
く
の
で
あ
る

『
春
秋
』
は
「
梁
を
伐
つ
」
と
言
わ
ず
に

「
梁
亡
ぶ
」
と
言
う
が

（
こ

。

、

、

の
梁
君
は
）
お
そ
ら
く
愛
が
自
分
だ
け
に
し
か
お
よ
ば
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

「

、

」

、

だ
か
ら

仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
に
あ
り

我
を
愛
す
る
こ
と
に
は
な
い

と
い
う
の
が
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そ
の
方
法
で
あ
る
。

義
と
は
人
を
正
す
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
我
を
正
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
乱

世
で
暴
君
が
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
を
正
そ
う
と
し
な
い
も
の
は
い
な
い
。
ど
う
い
う

も
の
を
義
と
い
う
の
か
。
そ
の
昔
、
楚
の
靈
王
が
陳
蔡
の
賊
を
討
伐
し
た
こ
と
、
齊
の
桓

公
が
袁
濤
塗
を
執
え
た
こ
と
は
、
人
を
正
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
『
春
秋
』
が
（
彼
ら
の
行
為
を
）
許
さ
ず
、
義
を
行
っ
た
と
認
め
な
い
の
は
、
我
を

。

、『

』

正
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

闔
廬
は
楚
蔡
の
争
い
を
収
拾
し
た
が

春
秋

は
義
と
い
う
字
を
使
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
闔
廬
自
身
の
身
が
正
し
く
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
潞
子
は
諸
侯
を
正
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
『
春
秋
』
は

義
で
あ
る
と
認
め
た

こ
れ
は
潞
子
自
身
の
身
が
正
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

だ
か
ら

義

。

。

「

は
我
を
正
す
こ
と
に
あ
り
、
人
を
正
す
こ
と
に
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
方
法
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
自
分
が
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
人
に
要
求
し
、
自
分
が
も
っ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
（
も
っ
て
い
な
い
）
人
を
非
難
す
る
の
は
、
人
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は

な
い
。
こ
れ
は
道
理
に
そ
む
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
義
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
義
と
は
宜
（
事
宜
に
か
な
っ
た
行
動
を
と
れ
る
能
力
）
が
自
分
に
そ
な
わ
っ
て

い
る
も
の
を
い
う
。
宜
が
自
分
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
義
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
義
は
「
我
」
と
「
宜
」
を
あ
わ
せ
て
ひ
と
文
字
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
理
解
す
る
と
、
義
の
意
味
は
我
で
あ
る
。
だ
か
ら
次
の
よ
う
に

い
え
よ
う
。
行
為
が
義
に
合
致
す
る
も
の
を
「
自
得
」
と
い
う
。
行
為
が
義
に
合
致
し
な

い
も
の
を
「
自
失
」
と
い
う
。
義
を
好
む
人
を
「
自
好
」
と
い
う
。
義
を
好
ま
な
い
人
を

「
不
自
好
」
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
義
が
我
を
正
す
こ
と
に
あ
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

義
と
仁
は
異
な
る
。
仁
は
（
人
に
む
か
っ
て
）
往
く
こ
と
を
い
い
、
義
は
（
我
に
む
か

っ
て
）
来
る
こ
と
を
い
う
。
仁
（
が
お
よ
ぼ
す
と
こ
ろ
）
は
と
て
も
遠
く
、
義
（
が
お
よ

ぼ
す
と
こ
ろ
）
は
と
て
も
近
い
。
愛
が
人
に
お
よ
ぶ
こ
と
を
仁
と
い
い
、
宜
が
我
に
お
よ

ぶ
こ
と
を
義
と
い
う
。
仁
は
人
に
対
す
る
こ
と
が
主
で
あ
り
、
義
は
我
に
対
す
る
こ
と
が

主
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
仁
は
人
で
あ
り
、
義
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ

る
。
君
子
は
仁
と
義
の
違
い
を
追
求
し
て
、
他
人
と
自
分
の
関
係
を
調
節
す
る
。
そ
れ
か

ら
（
自
分
の
）
内
と
外
の
区
別
を
弁
別
し
、
順
と
逆
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で

自
分
を
治
め
る
場
合
は
、
道
理
に
た
ち
か
え
っ
て
身
を
正
し
、
礼
に
の
っ
と
っ
て
福
を
も

た
ら
す
。
他
人
を
治
め
る
場
合
は
、
恩
沢
を
広
く
施
し
、
規
制
を
ゆ
る
く
し
て
大
衆
を
受

け
入
れ
る
。
孔
子
は
冉
有
に
対
し
て

「
民
を
治
め
る
も
の
は
ま
ず
民
を
ゆ
た
か
に
さ
せ
、

、

そ
の
あ
と
に
教
化
を
施
す
」
と
い
い
、
樊
遅
に
対
し
て

「
自
分
の
身
を
治
め
る
も
の
は
、

、

困
難
な
こ
と
を
先
に
行
い
、
利
益
の
享
受
を
後
に
す
る
」
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す

る
と
、
身
の
治
め
方
と
民
の
治
め
方
は
、
行
う
順
序
が
異
な
る

『
詩
』
に
「
飲
ま
せ
、
食

。

、

、

」

、

、

、

べ
さ
せ

教
え

誨
え
る

と
い
う
の
は

飲
食
を
先
に
し
て

教
誨
を
後
に
し
て
お
り

人
の
治
め
方
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
詩
』
に
「
カ
ン
カ
ン
と
音
を
立
て
て
車

輪
を
作
る
。
君
子
は
働
か
な
け
れ
ば
食
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、
仕
事
を
先
に
し
て
食
事

を
後
に
し
て
お
り
、
身
の
治
め
方
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
春
秋
』
は
為
政
者
の
あ
や
ま
り
を
そ
し
り
、
人
民
の
苦
し
み
を
あ
わ
れ
む
。
小
さ
な

悪
は
（
自
分
以
）
外
（
の
も
の
）
に
対
し
て
は
指
摘
せ
ず
、
自
分
に
対
し
て
は
書
し
て
非

難
す
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
は
、
仁
で
人
を
治
め
、
義
で
我
を
治
め
る

（

論
語
』
の

「
自

。
『

）

分
自
身
に
対
し
て
は
き
び
し
く
責
め
、
他
人
は
あ
ま
り
深
く
は
責
め
な
い
」
と
は
、
こ
の

こ
と
を
い
う
。
な
お
か
つ
『
論
語
』
に
す
で
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

。「

、

」

。

人
は
気
が
つ
い
て
い
な
い

君
子
は
自
分
の
過
失
を
責
め
て

人
の
悪
を
責
め
な
い

と

人
の
悪
を
責
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
仁
が
寛
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
自
分
の
悪
を
責
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
義
が
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
仁
は
人
に
む
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
義
は
我
に
む
か
っ
て
来
る
と

い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
異
な
ろ
う
か
。
だ
か
ら
自
分
で
自
分

「

」

、

「

」

、

の
悪
を
指
摘
す
る
こ
と
を

情

と
い
い

人
の
悪
を
指
摘
す
る
こ
と
を

賊

と
い
い

自
分
に
要
求
す
る
こ
と
を
「
厚
」
と
い
い
、
人
に
要
求
す
る
こ
と
を
「
薄
」
と
い
う
。
自

分
を
責
め
て
身
に
備
え
る
こ
と
を
「
明
」
と
い
い
、
人
を
責
め
て
身
に
備
え
さ
せ
る
こ
と

を
「
惑
」
と
い
う
。
だ
か
ら
自
分
を
治
め
る
節
度
で
人
を
治
め
る
こ
と
は
、
上
の
位
に
お

り
な
が
ら
寛
容
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
を
治
め
る
節
度
で
自
分
の
身
を
治
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め
る
こ
と
は
、
礼
を
行
っ
て
も
尊
愛
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
礼
を
行
っ
て
も
敬

愛
さ
れ
な
け
れ
ば
、
徳
行
を
傷
つ
け
て
、
民
が
（
為
政
者
を
）
尊
ば
な
く
な
る
。
上
の
位

に
お
り
な
が
ら
寛
容
で
な
け
れ
ば
、
人
徳
を
傷
つ
け
て
、
民
が
（
為
政
者
に
）
親
し
ま
な

く
な
る

親
し
ま
な
け
れ
ば
信
じ
ら
れ
ず

尊
敬
し
な
け
れ
ば
敬
愛
さ
れ
な
い

二
端

自

。

、

。

（

治
・
治
人
）
の
政
治
が
、
為
政
者
の
考
え
に
逆
ら
い
、
間
違
っ
た
行
い
を
す
れ
ば
、
人
民

に
非
難
さ
れ
る
。
仁
と
義
の
関
係
は
議
論
し
な
く
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
（
自

分
の
意
志
で
も
の
を
）
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
目
は
な
に
も
見
え
ず
、
議
論
し
な
け
れ
ば

心
は
な
に
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
下
の
う
ま
い
料
理
で
あ
っ
て
も
、
食
べ
な
け
れ

ば
そ
の
う
ま
さ
は
わ
か
ら
な
い
。
聖
人
の
至
道
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
議
論
し
な
け
れ
ば

そ
の
意
義
は
わ
か
ら
な
い
。

祭
義
第
七
十
六

宗
廟
の
祭
祀
は
一
年
に
四
度
、
春
夏
秋
冬
に
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
祠
・
礿
・
嘗
・

、

。

、

「

」「

」

蒸
と
い
い

各
季
節
に
天
が
賜
与
し
た
食
物
を
供
え
る

本
篇
前
半
は

そ
の

祠

礿

「
嘗

「
蒸
」
の
名
称
の
由
来
と
、
な
ぜ
そ
の
食
物
が
供
え
ら
れ
る
か
と
い
う
理
由
が
述
べ

」

ら
れ
る
。
後
半
は
、
祭
祀
の
対
象
は
、
決
し
て
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
実
在
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
存
在
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
天
地
鬼
神
の
こ
と
を
知
り
、
そ
の
後

は
じ
め
て
「
祭
」
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
言
う
。
ま
た
祭
祀
を
執
り
行
う
君
子
の
鬼

神
へ
の
接
し
方
が
述
べ
ら
れ
、
祭
祀
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
な
お
末
尾
の
「
其

」

、

『

』

。

辭

以
下
の
一
節
に
つ
い
て
蘇
輿
は

他
篇
の

春
秋

を
説
い
た
文
で
は
な
い
か
す
る

確
か
に
「
祭
義
」
の
内
容
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
ず
、
錯
簡
の
可
能
性
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。

、

。

、

、

五
穀
食
物
之
性
也

天
之
所
以
爲
人
賜
也

宗
廟
上
四
時
之
所
成

受
賜
而
薦
之
宗
廟

敬
之(

性

〔
至
〕
①
也
、
於
祭
之
而
宜
矣
。
宗
廟
之
祭
、
物
之
厚
無
上
也
。

）

春
上
豆
實
、
夏
上(

尊)

〔
算
〕
②
實
、
秋
上

實
、
冬
上
敦
實
。
豆
實
、
韭
也
。
春
之

。

〔

〕

、

。

〔

〕

。

、

。

所
始
生
也

(

尊)

算

③
實


也

夏
之
所(

受
初)

初
受

④
也


實

黍
也

秋
之
所
先
成
也
。
敦
實
、
稻
也
。
冬
之
所
畢
熟
也
。
始
生
故
曰
祠
。
善
其
司
也
。(

夏
約)

〔
初
受
〕
⑤
故
曰
礿
。
貴
所(

受
初)

〔
初
礿
〕
⑥
也
。
先
成
故
曰
嘗
。
嘗
言
甘
也
。
畢
熟

。

。

、

、

、

。

故
曰
蒸

蒸
言
衆
也

奉
四
時
所
受
於
天
者
而
上
之

爲
上
祭

貴
天
賜

且
尊
宗
廟
也

孔
子
受
君
賜
則
以
祭
。
況
受
天
賜
乎
。

、

、

。

。

。

一
年
之
中

天
賜
四
至

至
則
上
之

此
宗
廟
所
以
歳
四
祭
也

故
君
子
未
嘗
不
食
新

〔

〕

、

、

。

。

、

(

新
天
賜
至)

天
賜
新
至

⑦

必
先
薦
之

乃
敢
食
之

尊
天
敬
宗
廟
之
心
也

尊
天

美
義
也
。
敬
宗
廟
、
大
禮
也
。
聖
人
之
所
謹
也
。
不(

欲)

⑧
多
而
欲
潔
清
、
不
貪
數
而
欲

恭
敬
。

君
子
之
祭
也
、
躬
親
之
。
致
其
中
心
之
誠
、
盡
敬
潔
之
道
、
以
接
至
尊
、
故
鬼
享
之
。

享
之
如
此
、
乃
可
謂
之
能
祭
。
祭
者
、
察
也
。
以
善
逮
鬼
神
之
謂
也
。
善
乃
逮
不
可
聞
見

者
、
故
謂
之
察
。
吾
以
名
之
所
享
、
故
祭
之
不
虚
、
安
所
〔
可
〕(

不)

⑨
察
哉
。
祭
之
爲

言
際
也
與
。
祭
然
後
能
見
不
見
。
見
不
見
之
見
者
、
然
後
知
天
命
鬼
神
。
知
天
命
鬼
神
、

然
後
明
祭
之
意
。
明
祭
之
意
、
乃
知
重
祭
事
。

孔
子
曰
、
吾
不
與
祭
、
如
不
祭
。
祭
神
如
神
在
。
重
祭
事
、
如
事
生
。
故
聖
人
於
鬼
神

也
、
畏
之
而
不
敢
欺
也
。
信
之
而
不
獨
任
、
事
之
而
不
專
恃
。
恃
其
公
、
報
有
徳
也
。
幸

、

。

、

、

、

、

、

其
不
私

與
人
福
也

其
見
於
詩
曰

嗟
爾
君
子

毋
恆
安
息

靜
共
爾
位

好
是
正
直

神
之
聽
之
、
介
爾
景
福
。
正
直
者
得
福
也
。
不
正
者
不
得
福
、
此
其
法
也
。
以
詩
爲
天
下

法
矣
。
何
謂
不
法
哉
。
其
辭
直
而
重
、
有
再
歎
之
、
欲
人
省
其
意
也
。
而
人
尚
不
省
、
何

其
忘
哉
。
孔
子
曰
、
書
之
重
、
辭
之
復
。
鳴
呼
不
可
不
察
也
。
其
中
必
有
美
者
焉
、
此
之

謂
也
。

【
校
記
】

①

「
性
」

盧
文
弨
に
従
い

「
至
」
に
改
め
る
。

、

②

「
尊
」

孫
詒
讓
に
従
い

「
算
」
に
改
め
る
。

、
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③

「
尊
」

孫
詒
讓
に
従
い

「
算
」
に
改
め
る
。

、

④

「
受
初
」

惠
棟
に
従
い

「
初
受
」
に
改
め
る
。

、

⑤

「
夏
約
」

兪
樾
に
従
い

「
初
受
」
に
改
め
る
。

、

⑥

「
受
初
」

宋
本
に
従
い

「
初
礿
」
に
改
め
る
。

、

⑦

新
天
賜
至

董
箋
本(

校
釋

引)

が

天
賜
新
至

に
作
り

盧
文
弨
が

錢

「

」

『

』

「

」

、

「

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
『
天
賜
新
至
』
な
ら
ん
」
と
言
い

『
校
釋
』
が
「
錢
説
是
な
り
」

、

と
言
う
の
に
従
い

「
天
賜
新
至
」
に
改
め
る
。

、

⑧

蘇
輿
が
「

多
』
の
上
、
疑
ふ
ら
く
は
一
字
を
脱
す
」
と
言
い

『
校
釋
』
が
蘇
説
を

『

、

是
と
し
て
文
意
の
上
か
ら
「
欲
」
を
補
う
の
に
従
う
。

ぜ

⑨

「
可
」

蘇
輿
が
「

可

、
疑
ふ
ら
く
は
『
不
』
の
誤
り
な
ら
ん
」
と
言
う
の
に
従

『

』

い

「
不
」
に
改
め
る
。

、

【
書
き
下
し
文
】

祭
義
①
第
七
十
六

五
穀
食
物
の

性
ず
る
や
、
天
の
人
の
爲
に
賜
ふ
所
以
な
り
。
宗
廟
に
は
四
時
の
成
す
所

し
や
う

た
め

た
ま

ゆ

ゑ

ん

を

上

り
、
賜
を
受
け
て
之
を
宗
廟
に
薦
む
る
は
、
敬
の
至
り
に
し
て
、
之
を
祭
る
に
於

た
て
ま
つ

す
す

い
て
宜
し
き
な
り
。
宗
廟
の
祭
に
は
、
物
の
厚
き
は

上

る
無
き
な
り
。

よ
ろ

た
て
ま
つ

春
は
豆
實
②
を

上

り
、
夏
は
算
實
③
を

上

り
、
秋
は

實
④
を

上

り
、
冬
は
敦

た
て
ま
つ

た
て
ま
つ

た
て
ま
つ

實
⑤
を

上

る
。
豆
實
は
韭
な
り
⑥
。
春
の
始
め
て
生
む
所
な
り
。
算
實
は

な
り
。
夏

た
て
ま
つ

。

。

。

。

の
初
め
て
受
く
る
所
な
り


實
は
黍
な
り

秋
の
先
づ
成
す
所
な
り

敦
實
は
稻
な
り

冬
の
畢
く
熟
す
る
所
な
り
。
始
め
て
生
ず
る
が
故
に
祠
と
曰
ふ
⑦
。
其
の
司
を
善
し
と
す

よ

る
な
り
。
初
め
て
受
く
る
が
故
に
礿
と
曰
ふ
。
初
め
て
礿
す
る
所
を
貴
ぶ
な
り
。
先
づ
成

す
が
故
に
嘗
と
曰
ふ
。
嘗
は
甘
き
を
言
ふ
な
り
。

畢

く
熟
す
る
が
故
に
蒸
と
曰
ふ
。
蒸

こ
と
ご
と

は
衆
き
を
言
ふ
な
り
。
四
時
に
天
よ
り
受
く
る
所
の
者
を
奉
じ
て
之
を

上

り
、
上
祭
を

お
ほ

た
て
ま
つ

爲
す
は
、
天
賜
を
貴
び
且
つ
宗
廟
を
尊
ぶ
な
り
。
孔
子
は
君
賜
を
受
く
れ
ば
則
ち
以
て
祭

る
⑧
。
況
ん
や
天
賜
を
受
く
る
を
や
。

い
は

一
年
の
中
、
天
賜
は
四
た
び
至
る
。
至
れ
ば
則
ち
之
を

上

る
。
此
れ
宗
廟
に
は
歳
ご

た
て
ま
つ

と
に
四
祭
す
る
所
以
な
り
。
故
に
君
子
は
未
だ
嘗
て
新
し
き
を
を
食
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る

ゆ

ゑ

ん

か
つ

な
り
⑨
。
天
賜
新
た
に
至
ら
ば
、
必
ず
先
づ
之
を
薦
め
、
乃
ち
敢
へ
て
之
を
食
す
。
天
を

尊
び
宗
廟
を
敬
ふ
の
心
な
り
。
天
を
尊
ぶ
は
、
美
義
な
り
。
宗
廟
を
敬
ふ
は
大
禮
な
り
。

聖
人
の
謹
し
む
所
な
り
。
多
き
を
欲
せ
ず
し
て
、
潔
清
な
ら
ん
と
欲
し
、
數
を
貪
ら
ず
し

て
恭
敬
な
ら
ん
と
欲
す
⑩
。

、

。

、

、

君
子
の
祭
る
や

之
を
躬
親
ら
す

其
の
中
心
の
誠
を
致
し

敬
潔
の
道
を
盡
く
し
て

み

づ

か

い
た

つ

以
て
至
尊
に
接
す
、
故
に
鬼
⑪
は
之
を
享
く
。
之
を
享
く
る
こ
と
此
の
如
く
に
し
て
⑫
、

う

う

か
く

ご
と

乃
ち
之
を
能
く
祭
る
と
謂
ふ
べ
し
。
祭
と
は
察
な
り
⑬
。
善
を
以
て
鬼
神
に
逮
ぶ
の
謂
な

お
よ

り

善
は
乃
ち
聞
見
す
べ
か
ら
ざ
る
者
⑭
に
逮
ぶ

故
に
之
を
察
と
謂
ふ

吾
以
て
之
が
享

。

、

。

お
よ

こ
れ

う

く
る
所
を
名
づ
く
。
故
に
之
を
祭
り
て
虚
な
ら
ず
、
安
れ
の
所
に
察
ら
ざ
ら
ん
や
。
祭
の

い
づ

い
た

言
た
る
際
な
る
か
⑮
。
祭
り
て
然
る
後
に
能
く
見
れ
ど
も
見
え
ず
。
見
え
ざ
る
の
見
を
見

し
か

る
者
に
し
て
、
然
る
後
に
天
命
鬼
神
を
知
る
。
天
命
鬼
神
を
知
り
て
、
然
る
後
に
祭
の
意

し
か

し
か

を
明
か
に
す
。
祭
の
意
を
明
か
に
す
れ
ば
、
乃
ち
祭
事
を
重
ん
ず
る
を
知
る
。

孔
子
曰
は
く

「
吾
、
祭
り
に
與
か
ら
ざ
れ
ば
祭
ら
ざ
る
が
如
し
。
神
を
祭
る
に
神
在
す

、

い
ま

が
如
く
す
」
⑯
と
。
祭
事
を
重
ん
ず
る
こ
と
生
に
事
ふ
る
が
如
く
す
⑰
。
故
に
聖
人
の
鬼

つ
か

神
に
於
け
る
や
、
之
を
畏
れ
て
敢
へ
て

欺

か
ざ
る
な
り
。
之
を
信
ず
る
も
獨
り
任
ぜ
ず
、

あ
ざ
む

之
に
事
ふ
る
も

專

ら
は
恃
ま
ず
。
其
の
公
を
恃
み
て
有
徳
に
報
い
る
な
り
。
其
の
私
せ
ざ

つ
か

も
っ
ぱ

た
の

る
を
幸
み
て
⑱
人
福
に
與
か
る
な
り
。
其
の
詩
に
見
え
て
曰
は
く

「
嗟

爾

君
子
、
恆
に

、

た
の

あ
づ

あ
あ
な
ん
ぢ

つ
ね

安
息
す
る
毋
か
れ

爾

の
位
を
靜
共
し

是
の
正
直
を
好
せ
よ

神
の
之
を
聽
け
ば

爾

、

、

、

、

な

な
ん
ぢ

こ

く
み

な
ん
ぢ

を
介
け
福
を

景

に
せ
ん
」
⑲
。
正
直
な
る
者
は
福
を
得
る
な
り
。
正
し
か
ら
ざ
る
者
は
福

た
す

お
ほ
い

を
得
ず
、
此
れ
其
の
法
な
り
。
詩
を
以
て
天
下
の
法
と
爲
す
。
何
謂
れ
ぞ
⑳
法
ら
ざ
る
。

な

ん

す

其
の
辭
直
く
し
て
重
ね
、
有
た
再
び
之
を
歎
ず
る
は
、
人
其
の
意
を

省
み
ん
こ
と
を
欲

ま

か
へ
り

す
れ
ば
な
り

而
る
を
人
尚
ほ
省
み
ざ
れ
ば

何
ぞ
其
れ
忘
な
る
か


孔
子
曰
は
く

書

。

、

。

、「

し
か

な

を
之
れ
重
ね
、
辭
を
之
れ
復
す
。
鳴
呼
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
中
に
必
ず
美

あ

あ

な
る
者
有
り
」

と
は
、
此
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
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【
注
】

①

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
に
も
本
篇
と
同
名
の
「
祭
義
篇
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

内
容
的
に
重
な
り
合
い
補
い
合
う
関
係
で
あ
る
と
言
う
。
鄭
玄
の
『
目
録
』
に
は
、

、

。

名
づ
け
て
祭
義
と
曰
ふ
は

其
の
祭
祀
・
齋
戒
・
薦
羞
の
義
を
記
す
を
以
て
な
り

此
れ
別
録
に
於
い
て
祭
祀
に
屬
す
。(

名
曰
祭
義
者
、
以
其
記
祭
祀
齋
戒
薦
羞
之
義

也
。
此
於
別
録
屬
祭
祀)

と
あ
る
。

②

「
豆
」
は
、
供
え
物
を
盛
る
木
製
の
祭
器

『
爾
雅
』
釋
器
に
「
木
豆
、
之
を
豆
と
謂

。

ふ
」(

木
豆
謂
之
豆)

と
あ
り
、
郭
璞
注
に
「
豆
は
禮
器
な
り
」(

豆
禮
器
也)

と
あ
る
。

桓
公
四
年

公
羊
傳

に

一
に
曰
は
く
乾
豆

(

一
曰
乾
豆)

と
あ
り

そ
の
何
休

解

『

』

「

」

、

『

詁
』
に
、

乾
し
て
之
を
豆
し
、
宗
廟
に
薦
む
。
豆
は
祭
器
の
名
、
状
は
鐙
の
如
し
。
天
子
は

す
す

と
う

、

、

、

、

、

二
十
有
六

諸
公
は
十
有
六

諸
侯
は
十
有
二

卿
上
大
夫
は
八

下
大
夫
は
六

。

、

。

、

。

、

士
は
二

(

乾
而
豆
之

(

中)

薦
於
宗
廟

豆
祭
器
名

状
如
鐙

天
子
二
十
有
六

諸
公
十
有
六
、
諸
侯
十
有
二
、
卿
上
大
夫
八
、
下
大
夫
六
、
士
二)

と
あ
る

「
天
子
は
二
十
有
六
」
以
下
は
、
尊
卑
の
違
い
に
よ
る
食
膳
の
数
の
違
い
を

。

表
し
て
い
る
。

凌
曙
は
『
三
禮
圖
』
に
、

豆
は
高
さ
尺
二
寸
、
漆
も
て
中
を
赤
く
し
、
大
夫
以
上
は
赤
雲
の
氣
を
畫
き
、
諸

侯
は
飾
る
に
象
を
以
て
し
、
天
子
は
玉
飾
を
加
ふ

（
豆
高
尺
二
寸
、
漆
赤
中
、
大

。

夫
以
上
畫
赤
雲
氣
、
諸
侯
飾
以
象
、
天
子
加
玉
飾
）

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
豆
の
高
さ
は
一
尺
二
寸
、
内
側
が
赤
く
塗
ら
れ

て
い
る
。
尊
卑
の
違
い
に
よ
っ
て
飾
り
が
異
な
る
。

③

「
算
」
は
竹
製
の
祭
器

「
算
」
は
も
と
「
尊
」
に
作
る
が

『
校
釋
』
は
「
尊
」
は

。

、

酒
器
で
あ
っ
て
食
物
を
盛
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
、
孫
詒
讓
が
「
尊
」
は
「
算
」

。

、『

』

「

、

の
訛
で
あ
る
と
す
る
の
を
是
と
す
る

孫
詒
讓
は

禮
記

明
堂
位
に

薦
に
は
玉
豆

雕

を
用
ふ
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
、

て
う
さ
ん


は
籩
の
屬
な
り
。
竹
を
以
て
之
を
爲
る
。(


、
籩
屬
也
。
以
竹
爲
之)

つ
く

と
あ
り
、
ま
た
『
史
記
』
汲
鄭
列
伝
に
、

其
の
人
に
餽
遺
す
る
に
、
算
器
の
食
に
過
ぎ
ず
。(

其
餽
遺
人
、
不
過
算
器
食)

き

い

、

『

』

「

」

、「

」

と
あ
り

そ
の

集
解

に
引
く
徐
廣
が

算
は
竹
器
な
り

と
言
う
の
を
引
き



と
「
算
」
は
古
字
通
用
す
る
と
言
う

『
校
釋
』
は

「
算
」
は
「

」
に
通
じ
る
と
言

。

、

、『

』

「

」

、

「

」

い

儀
禮

士
冠
禮
の
鄭
玄
注
に


は
竹
器
な
り

と
あ
る
の
を
引
き

古
文
の



は
「

」
に
作
り

「

」
は
す
な
わ
ち
「
算
」
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
『
禮
記
』
明
堂

、

位
の
疏
に
「

、
籩
也
」
と
あ
り

「
算
」
は
「
籩
」
で
あ
る
と
言
う
。

、

④

「

」
は
『
説
文
』
に
「

簋
は
黍
稷
の
方
器
な
り

「

も
亦
古
の
簋
の
字
な
り
」

「

」

き

と
あ
り
、
き
び
を
盛
る
方
形
の
器
。
凌
曙
は
『
廣
韵
』
に
、

簠
簋
は
祭
器
な
り
、
斗
二
升
を
受
け
、
内
は
圓
く
外
は
方
な
る
を
簋
と
曰
ふ
。(

簠

ほ

き

簋
、
祭
器
、
受
斗
二
升
、
内
圓
外
方
、
曰
簋)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
内
側
は
ま
る
く
、
外
側
は
四
角
で
一
斗
二
升
を
入

れ
る
器
。

ま
た
『
考
工
記
』
疏
に
、

宗
廟
を
祭
る
に
木
簋
を
用
ふ

（
祭
宗
廟
用
木
簋
）

。

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑤

「
敦
」
に
つ
い
て
、
凌
曙
は
『
三
禮
圖
』
に
、

敦
に
足
有
り
、
其
の
形
は
今
の
酒
樽
法
の
如
し
。(

敦
有
足
、
其
形
如
今
酒
樽
法)

と
あ
り
、
そ
の
聶
崇
義
の
注(

宋
『
三
禮
圖
集
注
』
二
十
巻)

に
、

舊
圖
、
敦
は
一
斗
二
升
を
受
け
、
漆
も
て
中
を
赤
く
し
、
大
夫
は
口
を
飾
る
に
白

金
を
以
て
す
。(

舊
圖
、
敦
受
一
斗
二
升
、
漆
赤
中
、
大
夫
飾
口
以
白
金)

と
あ
る
の
を
引
き
、
ま
た
『
孝
經
緯
鈎
命
訣
』
に
、

敦
は
規
首
に
し
て
、
上
下
の
圓
相
連
ぬ
。(

敦
、
規
首
、
上
下
圓
相
連)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
口
が
ま
る
く
、
円
を
積
み
重
ね
た
球
形
の
祭

器
で
、
内
側
が
赤
く
塗
ら
れ
、
容
量
は
一
斗
二
升
の
器
。
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⑥

こ
の
「
豆
實
は
韭
な
り
」
以
下

「
冬
の
畢
く
熟
す
る
所
な
り
」
ま
で
は
、
各
季
節
の

、

祭
祀
に
供
え
る
食
物
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が

『
禮
記
』
王
制
篇
に
、

、

、

、

、

。

春
に
は
韭
を
薦
め

夏
に
は
麥
を
薦
め

秋
に
は
黍
を
薦
め

冬
に
は
稻
を
薦
む

(

春
薦
韭
、
夏
薦
麥
、
秋
薦
黍
、
冬
薦
稻)

と
あ
り
、
ま
た

『
繁
露
』
四
祭
篇
に
、

、

古
は
歳
に
四
た
び
祭
る
。
四
た
び
祭
る
は
四
時
の
生
熟
す
る
所
に
因
り
て
、
其
の

先
祖
父
母
を
祭
る
な
り
。
故
に
春
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
は
嘗
と
曰

ひ
、
冬
は
蒸
と
曰
ふ
。
此
れ
其
の
時
を
失
は
ず
し
て
、
以
て
先
祖
父
母
を
奉
祭
す

る
を
言
ふ
な
り
。
時
を
過
ぐ
る
も
祭
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
子
爲
る
の
道
を
失
ふ
な

り
。
祠
は
正
月
を
以
て
始
め
て
韭
を
食
す
る
な
り
。
礿
は
四
月
を
以
て
麥
を
食
す

る
な
り
。
嘗
は
七
月
を
以
て
黍
稷
を
嘗
す
る
な
り
。
蒸
は
十
月
を
以
て
初
稻
を
進

む
る
な
り
。(

古
者
歳
四
祭
。
四
祭
者
因
四
時
之
所
生
（
孰

〔
熟

、
而
祭
其
先
祖

）

〕

父
母
也
。
故
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
蒸
。
此
言
不
失
其
時
、
以
奉
祭

〔

〕

。

、

。

。

先
祖

父
母

也

過
時
不
祭

則
失
爲
人
子
之
道
也

祠
者
以
正
月
始
食
韭
也

礿
者
以
四
月
食
麥
也
。
嘗
者
以
七
月
嘗
黍
稷
也
。
蒸
者
以
十
月
進
初
稻
也
。)

と
あ
る
。
こ
れ
に
わ
れ
ば
正
月
に
「
韭
」
を
食
し
、
四
月
に
「
麥
」
を
食
し
、
七
月
に

「
黍
稷
」
を
嘗
し
、
十
月
に
「
初
稻
」
を
進
め
る
と
い
う
。

「

」

、「

」

、

⑦

こ
の

始
め
て
生
ず
る
が
故
に
祠
と
曰
ふ

以
下

蒸
は
衆
き
を
言
ふ
な
り

ま
で

お
ほ

は
、
四
季
の
祭
祀
「
祠

「
礿

「
嘗

「
蒸
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。

」

」

」

と
こ
ろ
で
『
禮
記
』
王
制
篇
に
は
、

、

、

、

、

天
子
諸
侯
の
宗
廟
の
祭
は

春
を
礿
と
曰
ひ

夏
を
禘
と
曰
ひ

秋
を
嘗
と
曰
ひ

冬
を
烝
と
曰
ふ

(

天
子
諸
侯
宗
廟
之
祭

春
曰
礿

夏
曰
禘

秋
曰
嘗

冬
曰
烝)

。

、

、

、

、

と
あ
り
、
四
季
の
祭
祀
名
を
そ
れ
ぞ
れ
「
礿

「
禘

「
嘗

「
蒸
」
と
し
、
本
篇
と
は
春

」

」

」

と
夏
の
祭
名
が
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鄭
玄
は
、

此
れ
蓋
し
夏
殷
の
祭
名
な
り
。
周
は
則
ち
之
を
改
め
、
春
に
祠
と
曰
ひ
、
夏
に
礿

け
だ

と
曰
ひ
、
禘
を
以
て
殷
祭
と
爲
す
。(

此
蓋
夏
殷
之
祭
名
。
周
則
改
之
、
春
曰
祠
、

夏
曰
礿
、
以
禘
爲
殷
祭)

と
言
い
、
王
制
篇
に
見
え
る
祭
名
は
夏
殷
の
制
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
『
繁
露
』
深
察

名
號
第
三
十
五
に
も
、

祭
の
散
名
、
春
を
祠
と
曰
ひ
、
夏
を
礿
と
曰
ひ
、
秋
を
嘗
と
曰
ひ
、
冬
を
烝
と
曰

ふ

（
祭
之
散
名
、
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
烝
）

。

と
見
え
る
。

ま
た
、
以
下
「
祠

「
礿

「
嘗

「
烝
」
の
意
味
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
。

」

」

」

蘇
輿
は

『
繁
露
』
四
祭
篇
で
『
白
虎
通
』
宗
廟
篇
に
、

、
、

。

、

、

宗
廟

歳
に
四
た
び
祭
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や

春
を
祠
と
曰
ふ
は

物
微
な
り

ゆ

ゑ

ん

故
に
祠
も
て
之
に
名
づ
く
。
夏
を
禴
と
曰
ふ
は
、
麥
熟
し
、
之
を
進
む
。
秋
を
嘗

や
く

、

、

。

、

。

と
曰
ふ
は

新
穀
熟
し

之
を
嘗
す

冬
を
蒸
と
曰
ふ
は

蒸
の
言
た
る
衆
な
り

。（

。

、

、

。

冬
の
物
成
る
者
衆
し

宗
廟
所
以
歳
四
祭
者
何

春
曰
祠
者

物
微

故
祠
名
之

夏
曰
禴
者
、
麥
熟
、
進
之
。
秋
曰
嘗
者
、
新
穀
熟
、
嘗
之
。
冬
曰
蒸
者
、
蒸
之
爲

言
、
衆
也
。
冬
之
物
成
者
衆
）

と
あ
る
の
を
引
く
。

ま
た

『
春
秋
』
桓
公
八
年
「
春
、
正
月
、
己
卯
、
烝
す
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

、
烝
と
は
何
ぞ
。
冬
の
祭
な
り
。
春
に
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
に
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
に
は

嘗
と
曰
ひ
、
冬
に
は
烝
と
曰
ふ
。(

烝
者
何
。
冬
祭
也
。
春
曰
祠
。
夏
曰
礿
。
秋

曰
嘗
。
冬
曰
烝)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に

「
祠

「
礿

「
嘗

「
烝
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、

、

」

」

」

薦
は
韭
・
卵
を
尚
ぶ
。
祠
は
猶
ほ
食
の
ご
と
き
な
り
、
猶
ほ
繼
嗣
の
ご
と
き
な

り
。
春
物
始
め
て
生
ず
れ
ば
、
孝
子
親
を
思
ひ
、
繼
嗣
し
て
之
を

食

ふ
、
故
に
祠

や
し
な

と
曰
ふ
。
因
り
て
以
て
死
生
を
別
つ
。(

薦
尚
韭
卵
。
祠
猶
食
也
。
猶
繼
嗣
也
。
春

物
始
生
、
孝
子
思
親
、
繼
嗣
而
食
之
。
故
曰
祠
。
因
以
別
死
生)

薦
は
麥
魚
を
尚
ぶ
。
麥
始
め
て
熟
し
て
礿
す
可
し
、
故
に
礿
と
曰
ふ

（
薦
尚
麥

。

魚
、
麥
始
熟
可
礿
、
故
曰
礿
）

薦
は
黍
・
肫
を
尚
ぶ
。
嘗
は
先
ん
ず
る
の
辭
な
り
。
秋
、
穀
の
成
る
者
一
に
非

ず
、
黍
先
づ
熟
し
、
薦
む
る
を
得
可
し
。
故
に
嘗
と
曰
ふ

（
薦
尚
黍
肫
。
嘗
者
先

。
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辭
也
。
秋
榖
成
者
非
一
、
黍
先
熟
、
可
得
薦
。
故
曰
嘗
）

薦
は
稻
鴈
を
尚
ぶ
。
烝
は
衆
な
り
、
氣
盛
ん
な
貌
。
冬
、
萬
物

畢

く
成
り
、

こ
と
ご
と

、

、

。（

。

、

薦
む
る
所
衆
多

芬
芳
備
さ
に
具
は
る

故
に
蒸
と
曰
ふ

薦
尚
稻
鴈

烝
衆
也

つ
ぶ

氣
盛
貌
。
冬
萬
物
畢
成
、
所
薦
衆
多
、
芬
芳
備
具
、
故
曰
烝)

と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り
の
供
物
と
意
味
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
篇
で
は

「
祠
」
に
つ
い
て
「
始
め
て
生
ず
る
が
故
に
祠
と
曰
ふ
。
其
の
司
を
善
し

、

よ

と
す
る
な
り
」
と
言
い

『
白
虎
通
』
に
「
春
を
祠
と
曰
ふ
は
、
物
微
な
り
、
故
に
祠
も

、

」

、

「

」

『

』

「

」

て
之
に
名
づ
く

と
言
う
が

本
篇
の

始
め
て
生
ず
る

は

白
虎
通

の

物
微

と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
本
篇
の
「
其
の
司
を
善
し
と
す
る
な
り
」
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

よ

が
、
何
休
『
解
詁
』
に
「
祠
は
猶
ほ
食
の
ご
と
き
な
り
、
猶
ほ
繼
嗣
の
ご
と
き
な
り
。

し

春
物
始
め
て
生
ず
れ
ば
、
孝
子
親
を
思
ひ
、
繼
嗣
し
て
之
を
食
す
、
故
に
祠
と
曰
ふ
」

と
あ
り

祠

を

食(

や
し
な
う)

嗣(
つ
ぐ)

と
解
し
て
お
り

本
篇
の

司(

役

、「

」

「

」「

」

、

「

し

し

目
？)

」
は
、
あ
る
い
は
「
跡
を
継
い
で
親
を
養
う
と
い
う
役
目
」
の
意
か
。

「
礿
」
は
、
本
篇
で
は
「
初
め
て
受
く
る
が
故
に
礿
と
曰
ふ
。
初
め
て
礿
す
る
所
を

貴
ぶ
な
り
」
と
言
い

「
初
め
て
授
か
る
」
の
意
と
す
る

『
白
虎
通
』
で
は
「
夏
を
禴

、

。

や
く

（

礿
」
と
同
じ
）
と
曰
ふ
は
、
麥
熟
し
、
之
を
進
む
」
と
言
い
、
語
義
は
明
確
に
し
て

「
い
な
い
。
何
休
『
解
詁
』
で
は

「
麥
始
め
て
熟
し
て
礿
す
可
し
、
故
に
礿
と
曰
ふ
」
と

、

言
い
、
段
玉
裁(

阮
元
『
校
勘
記
』
引)

が

「
礿
す
可
し
」
の
「
礿
」
は
「
汋(

に
る)

」

、

、「

」

。

（『

』

）

、

の
誤
り
だ
と
す
る
の
に
従
え
ば

煮
る

の
意
と
な
る

陶
鴻
慶

校
釋

引

は

『
爾
雅
』
孫
炎
注(

『
太
平
御
覧
』
巻
二
十
一
所
収)

に
、

。

。

。

、

。

禴
は
薄
な
り

夏
の
時
百
穀
未
だ
登
ら
ず

薦
む
べ
き
者
薄
き
な
り

(

禴

薄
也

み
の

夏
時
百
穀
未
登
、
可
薦
者
薄
也)

と
あ
る
の
を
引
き

「
禴
」
を
「
約(

は
ぶ
く)

」
の
意
と
す
る
。
諸
説
あ
っ
て
一
考
を
要

、

す
る
。

「
嘗
」
は
本
篇
で
は
「
先
づ
成
す
が
故
に
嘗
と
曰
ふ
。
嘗
は
甘
き
を
言
ふ
な
り
」
と

あ
り

「
先
づ
成
す(

最
初
に
実
る)

」
の
意
と
す
る
が
、
こ
れ
は
何
休
『
解
詁
』
の
「
嘗

、

は
先
ん
ず
る
の
辭
な
り
」
と
同
意
で
あ
ろ
う

『
白
虎
通
』
で
は
「
新
穀
熟
し
、
之
を
嘗

。

す
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
新
」
が

「
先
づ
成
す(

最
初
に
実
る)

」
の
意
を
含
む
か
。

「
烝
」
は
、
本
篇
で
は
「

畢

く
熟
す
る
が
故
に
蒸
と
曰
ふ
。
蒸
は
衆
き
を
言
ふ
な

こ
と
ご
と

お
ほ

り
」
と
言
い

『
白
虎
通
』
は
「
冬
を
蒸
と
曰
ふ
は
、
蒸
の
言
た
る
衆
な
り
。
冬
の
物
成

、

る
者
衆
し

と
言
い

何
休

解
詁

は

烝
は
衆
な
り

氣
盛
ん
な
貌

冬

萬
物

畢

」

、

『

』

「

、

。

、

こ
と
ご
と

く
成
り
、
薦
む
る
所
衆
多
、
芬
芳
備
さ
に
具
は
る
、
故
に
蒸
と
曰
ふ
」
と
言
い
、
三
者

つ
ぶ

と
も
に
「
烝
」
を
「
衆(

お
お
い)

」
の
意
と
し

「
冬
は
万
物
が
こ
と
ご
と
く
成
熟
す
る

、

た
め
供
え
物
が
多
い
」
の
意
と
す
る
。

ま
た
『
説
文
』
に
、

春
の
祭
を
祠
と
曰
ひ

品
物
少
な
く

文
辭
多
き
な
り

示
に
從
ひ

司
の
聲

春

、

、

。

、

。（

祭
曰
祠
、
品
物
少
、
多
文
辭
也
。
從
示
司
聲)

と
あ
る
。
ま
た
『
校
釋
』
は
『
爾
雅
』
釋
天
に
、

春
の
祭
を
祠
と
曰
ひ
、
夏
の
祭
を
礿
と
曰
ひ
、
秋
の
祭
を
嘗
と
曰
ひ
、
冬
の
祭
を

蒸
と
曰
ふ
。(

春
祭
曰
祠
、
夏
祭
曰
礿
、
秋
祭
曰
嘗
、
冬
祭
曰
蒸)

と
あ
り
、
そ
の
郭
璞
注
に
、

祠
の
言
た
る
食
な
り

新
菜
汋
る
べ
し

新
穀
を
嘗
す

品
物
を
進
む
る
な
り

(

祠

。

。

。

。

に

之
言
食
。
新
菜
可
汋
。
嘗
新
穀
。
進
品
物
也)

と
あ
る
の
を
引
く
が

『
白
虎
通

、
何
休
『
解
詁
』
と
同
じ
。

、

』

⑧

『
論
語
』
郷
党
篇
に
、

、

、

。

、

、

君

食
を
賜
へ
ば

必
ず
席
を
正
し
く
し
て
先
づ
之
を
嘗
む

君

腥
を
賜
へ
ば

必
ず
熟
し
て
之
を
薦
む
。
君
、
生
け
る
を
賜
へ
ば
、
必
ず
之
を
畜
ふ
。
君
に
侍
食

か

す
る
に
、
君
祭
れ
ば
先
づ
飯
す
。(

君
賜
食
、
必
正
席
先
嘗
之
。
君
賜
腥
、
必
熟
而

薦
之
。
君
賜
生
、
必
畜
之
。
侍
食
於
君
、
君
祭
先
飯)

と
あ
り
、
何
晏
『
集
解
』
に
引
く
孔
安
国
が
「
其
の
先
祖
に
薦
む
」
と
言
う
。

⑨

『
禮
記
』
少
儀
篇
の
「
嘗
」
の
祭
り
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
に
、

未
だ
嘗
て
新
し
き
を
食
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。(

未
嘗
不
食
新)

と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
、

嘗
と
は
新
物
を
寢
廟
に
薦
む
る
を
謂
ふ
。(

嘗
謂
薦
新
物
於
寢
廟)
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と
あ
る
。

⑩

『
禮
記
』
祭
義
篇
に
、

祭
は
數
す
る
を
欲
せ
ず
、
數
す
る
と
き
は
則
ち
煩
は
し
、
煩
は
し
き
と
き
は
則
ち

敬
せ
ず
。(

祭
不
欲
數
、
數
則
煩
、
煩
則
不
敬)

と
あ
り
、
祭
り
は
た
び
た
び
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
。
た
び
た
び
行
う
と
煩
わ
し

く
な
り
、
そ
の
た
め
敬
虔
な
気
持
ち
が
薄
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

ま
た
『
禮
記
』
曲
禮
上
篇
に
、

禱
祠
祭
祀
、
鬼
神
に
供
給
す
る
は
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
誠
な
ら
ず

莊
か
な
ら
ず
。
君

お
ご
そ

子
は
恭
敬
撙
節
退
讓
し
て
以
て
禮
を
明
ら
か
に
す
。(

禱
祠
祭
祀
、
供
給
鬼
神
、
非

禮
不
誠
不
莊
。
是
以
君
子
恭
敬
撙
節
退
讓
以
明
禮)

と
あ
り
、
礼
は
万
事
の
根
本
で
あ
り
、
お
祭
り
に
供
え
物
を
す
る
に
も
礼
が
な
け
れ
ば

ま
ご
こ
ろ
も
尽
く
さ
れ
ず
威
儀
も
厳
か
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
疏
に
、

何
胤
云
ふ
、
貌
に
在
り
て
は
恭
と
爲
し
、
心
に
在
り
て
は
敬
と
爲
す
。(

何
胤
云
、

在
貌
爲
恭
、
在
心
爲
敬)

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
顔
の
表
情
に
は
「
恭

、
心
に
は
「
敬
」
と
言
う
と
い
う
。

」

⑪

冒
廣
生(

『
校
釋
』
引)

は

「
鬼
」
の
下
に
「
神
」
の
字
が
有
る
べ
き
だ
と
い
う
。
あ

、

る
い
は
そ
れ
が
正
し
い
か
。

⑫

陶
鴻
慶(

『
校
釋
』
引)

は

「
故
鬼
享
之
。
享
之
如
此
、
乃
可
謂
之
能
祭
」
で

「
享

、

、

」

、

「

」

之

と
い
う
語
が
重
出
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
意
味
が
な
い
と
し

前
後
の
文
で

天

と
「
鬼
」
と
を
並
挙
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
故
鬼
享
之
。
天
予
之
。
如
此
乃
可
謂
之
能

」

。

「

」

、「

」

「

」

祭

の
誤
り
で
は
な
い
か
と
す
る

伝
写
さ
れ
る
間
に

天

が
欠
落
し

予

を

享

と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
な
い
か
と
い
う
。
一
説
と
し
て
お
く

『
校
釋
』
は
陶
鴻
慶
の
説

。

を
「
未
だ
確
か
な
ら
ず
」
と
言
う
。

「

」

、

『

』

『

』

、

⑬

祭

に
つ
い
て

凌
曙
は

尚
書
大
傳

周
伝(

太
平
御
覧

巻
五
二
四
引)

に

祭
の
言
た
る
、
察
な
り
。
察
と
は
至
る
な
り
。
至
る
と
は
人
事
な
り
。
人
事
至
り

て
然
る
後
に
祭
る
。(

祭
之
爲
言
察
也
。
察
者
至
也
。
至
者
人
事
至
也
。
人
事
至
然

後
祭)(

『
太
平
御
覧
』
巻
五
二
四
引)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
祭
」
は
「
察
」
で

「
察
」
は
「
至
る
」
の
意
。

、

ま
た
『
校
釋
』
は
『
廣
雅
』
釋
詁
に
「
察
は
至
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。
そ
こ
ま
で

「
至
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
は
見
え
な
い
鬼
神
を
「
察
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

み

の
で
あ
ろ
う
。

⑭

「
不
可
聞
見
者
」
と
は

『
校
釋
』
は
「
鬼
神
」
を
指
す
と
い
う
。
今
従
う
。

、

⑮

『
校
釋
』
は
『
廣
雅
』
釋
言
に
「
祭
は
際
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
き

「
人
と
鬼
神
と

、

の
交
際
」
の
意
と
す
る

『
今
註
今
譯
』
も
「
交
際
」
の
意
と
す
る
。
今
従
う
。

。

⑯

『
論
語
』
八
佾
篇
に
、

、

、

、

。

、

、

子
曰
は
く

吾

祭
に
與
か
ら
ざ
れ
ば

祭
ら
ざ
る
が
如
し

(

子
曰

吾
不
與
祭

あ
づ

如
不
祭)

と
あ
り

『
集
解
』
に
、

、
包
曰
は
く
、
孔
子
或
い
は
出
で
或
い
は
病
み
て
、
自
親
ら
祭
ら
ず
、
攝
者
を
し
て

み

づ

か

之
を
爲
さ
し
め
、
肅
敬
を
心
に
致
さ
ざ
る
は
、
祭
ら
ざ
る
と
同
じ
き
な
り
。(

包
曰

孔
子
或
出
或
病
、
而
不
自
親
祭
、
使
攝
者
爲
之
、
不
致
肅
敬
於
心
、
與
不
祭
同)

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
外
出
あ
る
い
は
病
気
で
、
直
接
祭
り
に
参
与
せ
ず
代
理
の

者
に
お
祭
り
さ
せ
た
と
き
は
、
敬
い
の
気
持
ち
を
致
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
お
祭

し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
」
の
意
。

⑰

『
校
釋
』
は
『
禮
記
』
中
庸
に
、

死
に
事
ふ
る
こ
と
生
に
事
ふ
る
が
如
く
し
、
亡
に
事
ふ
る
こ
と
存
に
事
ふ
る
が
如

く
す
る
は
、
孝
の
至
り
な
り
。(

事
死
如
事
生
、
事
亡
如
事
存
、
孝
之
至
也)

と
あ
り
、
ま
た
『
禮
記
』
祭
義
に
、

君
子
は
生
け
る
と
き
は
則
ち
敬
養
し
、
死
す
る
と
き
は
則
ち
敬
享
す
。
終
身
辱
め

ざ
ら
ん
こ
と
を
思
へ
ば
な
り
。(

君
子
生
則
敬
養
、
死
則
敬
享
。
思
終
身
弗
辱
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

「

」

「

」

、『

』

陶
鴻
慶
は

重
祭
事
如
事
生

は

事
死
如
事
生

に
作
る
べ
き
だ
と
言
い

校
釋

は
「
重
祭
死
如
事
生
」
に
作
る
の
が
義
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
言
う
が
、
こ
こ
で
は
一

応
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。



54

高松工業高等専門学校研究紀要 ( )44 2009

⑱

陶
鴻
慶
は
「
幸
」
は
「
信
」
の
誤
り
だ
と
い
う

『
校
釋
』
は

『
韵
圃
』(

『
華
厳
経

。

、

』

「

」

、

。

音
義

引)

に

幸
は
頼
な
り

と
あ
る
の
を
引
き

字
を
改
め
る
必
要
は
な
い
と
言
う

今
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

⑲

『
詩
』
小
雅
「
小
明
」
第
五
章
に
見
え
る
。
同
第
四
章
に
、

嗟

爾

君
子

恒
に
安
處
す
る
無
か
れ

爾

の
位
を
靖
共
し

正
直
是
れ
與
せ
よ

あ
あ
な
ん
ぢ

つ
ね

な
ぢ
じ

く
み

神
の
之
を
聽
け
ば

穀
を
式
て

女

に
以
へ
ん(

嗟
爾
君
子

無
恒
安
處

靖
共
爾

も
つ

な
ん
ぢ

あ
た

位

正
直
是
與

神
之
聽
之

式
穀
以
女)

と
あ
る

「
君
子
」
と
は

『
鄭
箋
』
に
「
其
の
友
の
未
だ
仕
へ
ざ
る
者
を
謂
ふ
な
り
」

。

、

、「

」

。「

」

、『

』

「

」

と
あ
り

朋
友
の
ま
だ
仕
え
て
い
な
い
者

の
意

恒

は

鄭
箋

に

常
な
り

。「

」

、『

』

「

」

、「

」

。

と
言
う

息

は

毛
伝

に

猶
ほ
處
の
ご
と
き
な
り

と
あ
り

処

の
意

と
こ
ろ

「
靜
」
は
阮
元
本
で
は
「
靖
」
に
作
る

『
集
伝
』
に
「

靖
』
は
『
靜
』
と
同
じ
」
と

。

『

言
う

『
毛
伝
』
に
「
靖
は
謀
な
り
」
と
あ
り

「
謀
る
」
の
意

「
好
」
は
『
鄭
箋
』
に

。

、

。

猶
ほ
與
の
ご
と
き
な
り

と
あ
り

与
す
る

の
意

正
直

は

毛
伝

に

正

「

」

、「

」

。「

」

『

』

「

く
み

直
を
正
と
爲
す
。
能
く
人
の
曲
を
正
す
を
直
と
曰
ふ
」
と
あ
り

「
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
の

、

」

。「

」「

」

『

』

「

」

、『

』

「

」

者

の
意

介

景

は

毛
伝

は
ど
ち
ら
も

大
な
り

と
し

鄭
箋

は

介

は

助
な
り

と
い
う

従
っ
て

介
爾
景
福

は

毛
伝

で
は

爾

の
景
福
を

介

「

」

。

「

」

、『

』

「
な
ん
ぢ

お
ほ
い

に
せ
ん
」
と
読
み

『
鄭
箋
』
で
は
「

爾
を
介
け
福
を

景

に
せ
ん
」
と
読
む
。
こ
こ
で

、

な
ん
ぢ

た
す

お
ほ
い

は
一
応
『
鄭
箋
』
の
読
み
に
従
っ
て
お
く
。

⑳

蘇
輿
は
「
謂
」
と
「
爲
」
は
同
じ
意
と
す
る
。
今
従
う
。

「

」

『

』

。

『

』

、「

」

「

」



忘

は

校
釋

は
失
誤
の
意
と
す
る

楊
樹
達(

校
釋

引)

は

忘

は

妄

で
は
な
い
か
と
い
う
。
今
、
一
応
「
誤
っ
た
こ
と
」
と
訳
し
て
お
く
。



僖
公
四
年
「
楚
の
屈
完
來
り
て
師
に
盟
は
ん
と
す
。
召
陵
に
盟
ふ
」
の
『
公
羊
傳
』

に
、

屈
完
と
は
何
ぞ
。
楚
の
大
夫
な
り
。
何
を
以
て
使
と
稱
せ
ざ
る
。
屈
完
を
尊
べ
は

な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
屈
完
を
尊
ぶ
。
桓
公
に
當
た
る
を
以
て
な
り
。
其
の
師
に
盟
は

な

ん

す

ん
と
す
、
召
陵
に
盟
ふ
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
師
、
召
陵
に
在
れ
ば
な
り
。
師
、
召
陵

に
在
れ
ば

則
ち
曷
爲
れ
ぞ
再
び
盟
ふ
と
言
ふ

楚
を
服
す
る
を
喜
べ
ば
な
り

(

屈

、

。

。

な

ん

す

。

。

。

。

。

。

完
者
何

楚
大
夫
也

何
以
不
稱
使

尊
屈
完
也

曷
爲
尊
屈
完

以
當
桓
公
也

其
言
盟
于
師
、
盟
于
召
陵
何
。
師
在
召
陵
也
。
師
在
召
陵
、
則
曷
爲
再
言
盟
。
喜

服
楚
也)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

孔
子
曰
は
く
、
書
を
之
れ
重
ね
、
辭
を
之
れ
復
す
。
鳴
呼
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

あ

あ

な
り
。
其
の
中
に
必
ず
美
な
る
者
有
り
。(

孔
子
曰
、
書
之
重
、
辭
之
復
、
嗚
呼
、

不
可
不
察
、
其
中
必
有
美
者
焉)

と
あ
る

『
解
詁
』
に
引
く
孔
子
の
言
葉
は
、
本
篇
に
引
く
孔
子
の
言
葉
と(

「
也
」
の

。

一
字
を
除
い
て)

同
じ
で
あ
る
。
疏
は
「
春
秋
説
の
文
な
り
」
と
言
う
。
凌
曙
は
「
孔
子

曰
～
美
者
焉
」
は
「
春
秋
緯
に
見
ゆ
」
と
言
う
。

蘇
輿
は
「
其
辭
」
以
下
、
他
篇
の
『
春
秋
』
を
解
説
し
た
文
で
は
な
い
か
と
し

『
春

、

秋
』
に
見
え
る
「
書
之
重

「
辭
之
復
」(

盧
文
弨
は
「
辭
之
復
」
の
「
復
」
は
「
複
」

」

と
同
じ
と
言
う)

の
例
と
し
て
以
下
の
条
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
書
之
重
」
の
例

僖
公
五
年
経
に
、

・
公
及
齊
侯
・
宋
公
・
陳
侯
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
會
王
世
子
于
首
戴
。

・
秋
八
月
、
諸
侯
盟
于
首
戴
。

と
あ
り

首
戴

(

蘇
輿
は

首
止

と
言
う
が

左
傳

の
経
文
は

首
止

公

、「

」

「

」

、『

』

「

」、『

羊
傳

『
穀
梁
傳
』
の
経
文
は
「
首
戴
」)

で
の
「
盟
」
が
重
ね
て
書
か
れ
て
い
る
。

』

以
下
同
様
に
、
僖
公
九
年
経
の
「
葵
丘
」
で
の
「
盟

。」

・
夏
、
公
會
宰
周
公
・
齊
侯
・
宋
子
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
于
葵
丘
。

・
九
月
戊
辰
、
諸
侯
盟
于
葵
丘
。

ま
た
、
僖
公
四
年
経
の
「
召
陵
」
で
の
「
盟

。」

・
楚
屈
完
來
盟
于
師
、
盟
于
召
陵
。

「
辭
之
復
」
の
例

桓
公
二
年
経
に
、
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・
三
月
、
公
會
齊
侯
・
陳
侯
・
鄭
伯
于
稷
、
以
成
宋
亂
。

と
あ
り
、
最
初
に
「
稷
」
で
の
「
会
」
が
書
か
れ

「
成
宋
亂
」
で
締
め
く
く
っ
て
い

、

る
。襄

公
三
十
年
経
に
、

・
晉
人
・
齊
人
・
宋
人
・
衛
人
・
鄭
人
・
曹
人
・
莒
人
・
邾
婁
人
・
滕
人
・
薛
人

・
杞
人
・
小
邾
婁
人
會
于
澶
淵
。
宋
災
故
。

と
あ
り
、
最
初
に
「
澶
淵
」
で
の
「
会
」
が
書
か
れ

「
宋
災
故
」
で
締
め
く
く
っ
て

、

い
る
。

昭
公
二
十
三
年
経
に
、

・
尹
氏
立
王
子
朝

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
先
ん
じ
て
昭
公
二
十
二
年
経
に
、

・
王
室
亂

と
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
が
蘇
輿
が
例
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
条
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例

か
ら
す
る
と
、
蘇
輿
の
理
解
す
る
「
辭
之
復
」
は
、
一
事
を
二
つ
に(

複
数
に)

分
け
て

書
く
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
だ
。
本
稿
で
は
、
一
応
「
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
」
と
訳

し
た
が
、
一
考
を
要
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

五
穀
食
物
が
生
じ
る
の
は
、
天
が
人
の
た
め
に
賜
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
廟
に
は
春

夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
に
実
っ
た
食
物
を
お
供
え
す
る
が
、(

天
か
ら)

賜
物
を
受
け
て
、
そ
れ

を
宗
廟
に
た
て
ま
つ
る
の
は
、
敬
意
の
極
み
で
あ
り
、
宗
廟
の
祭
に
お
い
て
義
に
か
な
っ

て
い
る
。
宗
廟
の
祭
に
は
、
物
を
手
厚
く
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
な
い
。

、

、

春
は
豆
に
盛
っ
た
供
え
物
を
た
て
ま
つ
り

夏
は
算
に
盛
っ
た
供
え
物
を
た
て
ま
つ
り

秋
は
簋
に
盛
っ
た
供
え
物
を
た
て
ま
つ
り
、
冬
は
敦
に
盛
っ
た
供
え
物
を
た
て
ま
つ
る
。

き

豆
に
盛
っ
た
供
え
物
と
は
韭
で
あ
る
。(

そ
れ
は)

春
に
最
初
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
算

に
ら

に
盛
っ
た
供
え
物
と
は



で
あ
る
。(

そ
れ
は)

夏
に
最
初
に(

天
か
ら)

さ
ず
か
る
も
の

い
り
む
ぎ

で
あ
る
。
簋
に
盛
っ
た
供
え
物
と
は
黍
で
あ
る
。(

そ
れ
は)

秋
に
最
初
に
実
る
も
の
で
あ

き

き
び

る
。
敦
に
盛
っ
た
供
え
物
と
は
稲
で
あ
る
。(

そ
れ
は)

冬
に
完
全
に
成
熟
す
る
も
の
で
あ

る
。
最
初
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら(

春
の
祭
を)

祠
と
言
う
。
そ
の
役
目
を
よ
し

と
す
る
の
で
あ
る
。
最
初
に(

天
か
ら)

さ
ず
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら(

夏
の
祭
を)

礿

と
言
う
。
最
初
に
さ
ず
か
っ
た
も
の
を
尊
ぶ
の
で
あ
る
。
最
初
に
実
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら(

秋
の
祭
を)

嘗
と
言
う

「
嘗
」
は
甘
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
成
熟
し
終
わ
る
も
の
で

。

う
ま

あ
る
こ
と
か
ら(

冬
の
祭
を)

蒸
と
言
う

「
蒸
」
は
衆
い
こ
と
を
意
味
す
る
。(

春
夏
秋
冬

。

お
お

の)

四
時
に
天
か
ら
さ
ず
か
っ
た
も
の
を
う
け
て
お
供
え
し
、
祭
り
を
行
う
の
は
、
天
か
ら

の
賜
物
を
尊
び

か
つ
宗
廟
を
尊
ぶ
の
で
あ
る

孔
子
は
君
か
ら
賜
物
を
戴
く
と(

そ
れ
を)

、

。

祭
っ
た
。
ま
し
て
天
か
ら
賜
物
を
戴
い
た
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

一
年
の
中
、
天
の
賜
物
は
四
度
や
っ
て
く
る
。
や
っ
て
く
る
と
そ
れ
を
お
供
え
す
る
。

こ
れ
が
宗
廟
に
は
歳
ご
と
に
四
度
祭
る
理
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
君
子
今
ま
で
に(

最
初
の)

新
し
い
賜
物
を
食
べ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
天
か
ら
の
賜
物
が
新
た
に
や
っ

て
く
る
と
、
必
ず
最
初
に
そ
れ
を
神
に
お
供
え
し
、
そ
こ
で
強
い
て
そ
れ
を
食
べ
る
。(

そ

れ
が)

天
を
尊
び
宗
廟
を
敬
う
心
で
あ
る
。
天
を
尊
ぶ
の
は
、
美
し
い
道
義
で
あ
る
。
宗
廟

を
敬
う
の
は
重
大
な
儀
礼
で
あ
る
。
聖
人
が
謹
し
ん
で
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。(

供
え
物

は)

多
く
を
求
め
ず
、
潔
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
頻
繁
に(

お
供
え)

す
る
こ
と
は
せ

き

よ

ず
、
恭
敬
の
気
持
ち
を
大
切
に
す
る
。

君
子
が
祭
る
場
合
は
自
ら
執
り
行
う
。
内
に
あ
る
誠
の
心
を
尽
く
し
、
敬
潔
の
道
を
尽

、

、

。

く
し
て

こ
の
上
な
く
尊
い
神
に
接
し
よ
う
と
す
る
か
ら

鬼
は
こ
れ
を
享
け
て
く
れ
る

う

こ
の
よ
う
に
鬼
が
こ
れ
を
享
け
て
く
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
「
祭
る
こ
と
が

う

で
き
た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

「
祭
」
と
は
「
察(

い
た
る)

」
の
意
味
で
あ
る
。
善
で

。

あ
る
こ
と
で
鬼
神
に
い
た
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
善
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
見
聞
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
い
た
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
れ
を
「
察
」
と
言
う
。
私
は

こ
の
享
け
て
く
れ
る
存
在
を
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
故
に
空
虚
な
も
の
を
お
祭
り
す
る
の

う

で
は
な
く
、(

善
は)
ど
こ
に
い
た
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

「
祭
」
と
い
う
言
葉
は
「
際

。
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(
交
わ
り)

」
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
祭
り
に
與
か
り
て
、
そ
の
後
、
よ
く
見
よ
う
と
す
る

あ
づ

が
見
え
な
い
。
見
え
な
い
が(

確
か
に)

そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
者

が
、
は
じ
め
て
、
天
命
鬼
神
の
こ
と
を
知
る
。
天
命
鬼
神
の
こ
と
を
知
っ
て
、
は
じ
め
て

祭
の
意
味
を
明
か
に
す
る
。
祭
の
意
味
を
明
か
に
す
れ
ば
、
や
っ
と
そ
こ
で
祭
事
を
重
視

す
る
こ
と
を
知
る
。

孔
子
が
言
う

「
私
は
、
祭
り
に
参
加
し
な
け
れ
ば
祭
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

、

神
を
祭
る
場
合
は
神
が
そ
こ
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
行
う
」
と
。
生
き
て
い
る
人
に
お

。

、

仕
え
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
祭
事
を
重
ん
じ
る

だ
か
ら
聖
人
の
鬼
神
に
対
す
る
態
度
は

畏
れ
う
や
ま
っ
て
決
し
て

欺

か
な
い
の
で
あ
る
。
信
用
す
る
が
ま
か
せ
き
り
に
せ
ず
、
お

あ
ざ
む

。

。

仕
え
す
る
が
頼
り
っ
き
り
に
し
な
い

そ
の
公
平
を
た
の
ん
で
有
徳
者
に
恩
返
し
を
す
る

そ
の
自
分
勝
手
を
し
な
い
こ
と
を
た
の
ん
で
人
と
し
て
の
福
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
そ

の
詩
に
次
の
よ
う
に
見
え
る

「
あ
あ
汝
君
子
よ

常
に
そ
こ
に
安
居
し
て
は
な
ら
な
い

、

汝
の
身
分
を
思
慮
し
て
恭
し
く
し

正
直
な
者
に
与
せ
よ

神
明
は
そ
れ
を
聴
い
て

汝

を
助
け
大
い
に
幸
福
に
し
て
く
れ
よ
う
」
と
。
正
直
者
が
福
を
得
て
、
不
正
を
は
た
ら
く

者
は
福
を
得
な
い
と
い
う
の
は
、
世
の
理
法
で
あ
る

『
詩
』
を
天
下
の
法
と
み
な
す
。
ど

。

う
し
て

法
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

の
つ
と

そ
の
言
葉
は
正
直
で
重
複
し
、
再
度
感
嘆
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
人
が
そ
の
意
味
を

省
察
す
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
人
が
な
お
省
察
し
な
け
れ
ば
、(

そ
れ

は)

何
と
誤
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
孔
子
が
言
う

「
同
じ
こ
と
を
重
ね
て
書
き
、
同
じ

、

言
葉
を
繰
り
返
す
。
あ
あ
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
に
必
ず
立
派
な
こ
と
が
書

い
て
あ
る
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
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